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１．委員長談話

（公 示 日）

本日、第 回参議院議員通常選挙が公示され、来る７月 日に投票が行

われます。

選挙は、議会制民主主義の根幹をなすものであり、国民が主権者として政

治に参加する重要な機会です。更に、選挙は、私たちの暮らしや国の政治の

行方を決める上で、極めて重要な意義を持つものです。

今回の選挙から、選挙権年齢が満 歳以上へと引き下げられます。少子高

齢化、人口減少社会を迎えているわが国にとって、選挙権年齢の引き下げは、

若者の政治参加を促し、若い世代の声を政治に反映させ、若年層の投票率の

向上につながることが期待されます。

有権者の皆さんにおかれては、候補者の政見や政策を十分に検討され、積

極的に投票されるようお願いします。また、当日の投票が困難な方は、高校

や大学、商業施設等に期日前投票所を設置する取組も広がっていますので、

期日前投票を活用し、投票してください。

また、候補者、政党等におかれましては、その政見や政策を十分有権者に

訴えられるとともに、選挙のルールを厳守し、明るく、きれいな選挙を行わ

れますよう切望します。

平成 年６月 日

福岡県選挙管理委員会委員長 藤 井 克 已

（投 票 日）

本日は、第 回参議院議員通常選挙の投票日です。

選挙は、民主主義の根幹をなすものであり、私たち国民が政治に参加し、

その意思を表示する最も重要かつ基本的な機会です。更に、選挙は、私たち

の暮らしや国の政治の行方を決める上で、極めて重要な意義を持つものです。

今回の選挙から、選挙権年齢が満 歳以上へと引き下げられました。初め

ての選挙となる若い世代の皆さんには、主権者としての自覚をもって、積極

的に投票されることを期待しております。

有権者の皆さんにおかれては、選挙の意義を十分認識されて、候補者や政

党等の政見・政策をよく見極められた上で、棄権することなく、そろって投

票されるよう切望します。

平成 年７月 日

福岡県選挙管理委員会委員長 藤 井 克 已
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２．選挙をきれいにする国民運動福岡県本部声明

来る７月 日に第 回参議院議員通常選挙が執行される予定です。

選挙は、国民が主権者として直接政治に参加する最も重要かつ基本的な機会であり、民

主政治の基盤をなすものです。

そして、民主政治が健全に発展するためには、明るくきれいな選挙が行われることが大

切です。

しかしながら、近年の低投票率、とりわけ若年層の投票率が低い水準にあることは憂慮

すべきものであり、また、依然として繰り返される選挙違反行為は、誠に遺憾なものです。

今回の参議院議員通常選挙から、選挙権年齢が満 歳以上へと引き下げられます。少

子高齢化、人口減少社会を迎えているわが国にとって、選挙権年齢の引き下げは、若者の

政治参加を促し、若い世代の声を政治に反映させ、若年層の投票率の向上につながること

が期待されます。

このようななか行われます今回の参議院議員通常選挙は、私たちの暮らしや国の政治の

在り方を決める上で、大変重要な意義を持つものであり、国民一人一人に有権者としての

高い政治意識に基づく良識ある投票行動が期待されるとともに、選挙違反のないきれいな

選挙が行われることが求められます。

そこで、「選挙をきれいにする国民運動福岡県本部」は、今回の参議院議員通常選挙に

おいて、有権者並びに候補者及び政党その他の政治団体に対し、次のことを強く要望しま

す。

１ 有権者は、良識の府たる参議院の果たす役割を十分認識し、候補者及び政党その他の

政治団体の政策や政見を見極め、利害や情実等にとらわれることなく、主権者として自

覚ある投票をすること。

２ 候補者及び政党その他の政治団体は、政策や政見を十分有権者に訴え、選挙のルール

を遵守した正しい選挙運動を展開すること。

３ 有権者並びに候補者及び政党その他の政治団体は、選挙の公正を害する行為を厳に慎

み、買収、供応、寄附の強要等の悪質な選挙犯罪をはじめ、一切の選挙違反を排除し、

明るくきれいな選挙の実現に努めること。

平成 年６月 日

選挙をきれいにする国民運動福岡県本部

本部長 藤 井 克 已

（福岡県選挙管理委員会委員長）

本部員 土 持 敏 裕

（福岡地方検察庁検事正）

本部員 吉 田 尚 正

（福岡県警察本部長）

本部員 遠 矢 浩 司

（西日本新聞社編集局長）

本部員 伊 藤 重 行

（福岡県明るい選挙推進協議会会長）

本部員 石 原 廣 士

（福岡県都市選挙管理委員会連合会会長）
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選挙をきれいにする国民運動福岡県本部

本部長 藤 井 克 已

（福岡県選挙管理委員会委員長）

本部員 土 持 敏 裕

（福岡地方検察庁検事正）

本部員 吉 田 尚 正

（福岡県警察本部長）

本部員 遠 矢 浩 司

（西日本新聞社編集局長）

本部員 伊 藤 重 行

（福岡県明るい選挙推進協議会会長）

本部員 石 原 廣 士

（福岡県都市選挙管理委員会連合会会長）

３．事務日程表

１ この日程表は、参議院議員通常選挙の管理執行に係る事務のうち、主要なものにつ

いてその概要を記載したものです。

２ この日程表に用いた法令名等は次のとおり省略しています。

憲 法 ……… 日本国憲法

法 ……… 公職選挙法（昭和 年法律第 号）

令 ……… 公職選挙法施行令（昭和 年政令第 号）

規 ……… 公職選挙法施行規則（昭和 年総理府令第 号）

在 規 ……… 在外選挙執行規則（平成 年自治省令第 号）

規 程 ……… 公職選挙法事務取扱規程（平成 年福岡県選挙管理委員会告示

第 号）

自 治 法 ……… 地方自治法（昭和 年法律第 号）

運 規 ……… 公職選挙法及び同法施行令等の規定による選挙運動及び政党そ

の他の政治団体の政治活動に関する規程（昭和 年福岡県選挙

管理委員会告示第 号）

放 規 ……… 政見放送及び経歴放送実施規程

参 選 ……… 参議院福岡県選出議員選挙

参 比 ……… 参議院比例代表選出議員選挙
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○
投

票
用

紙
等

諸
印

刷
物

の
受

領
・

保
管

○
期

日
前

投
票

に
関

す
る

事
務

従
事

者
の

決
定

及
び

期
日

前
投

票
所

等
の

設
備

法
4
8
の

２
令

4
9
の

７

○
不

在
者

投
票

に
関

す
る

事
務

従
事

者
の

決
定

及
び

投
票

記
載

場
所

等
の

設
備

法
4
9
、

令
第

５
章

○
期

日
前

投
票

所
の

投
票

管
理

者
及

び
同

職
務

代
理

者
の

選
任

準
備

法
4
8
の

２
⑤

（
法

3
7
）

、
令

2
4

○
期

日
前

投
票

所
の

投
票

立
会

人
の

選
任

準
備

法
4
8
の

２
⑤

（
法

3
8
）

○
投

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

並
び

に
開

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

法
3
7
、

令
2
4

の
選

任
準

備
法

6
1
、

令
6
7

○
投

票
立

会
人

の
選

任
準

備
法

3
8

○
投

票
所

入
場

券
等

必
要

書
類

の
印

刷
令

3
1

○
投

票
箱

、
点

字
器

等
選

挙
に

使
用

す
る

資
材

器
具

等
の

点
検

準
備

◎
個

人
演

説
会

等
の

施
設

の
指

定
及

び
報

告
法

1
6
1

○
個

人
演

説
会

等
の

施
設

の
使

用
予

定
表

の
作

成
、

施
設

の
使

用
に

関
す

る
令

1
1
8
、

1
1
9
②

定
め

及
び

公
表

に
係

る
当

該
施

設
の

管
理

者
へ

の
指

導

◎
繰

上
投

票
の

必
要

が
あ

る
旨

の
県

選
管

へ
の

資
料

提
供

(
関

係
市

区
町

村
)

法
5
6

自
治

法
2
4
5
の

４
①

■
指

定
投

票
区

の
指

定
を

行
っ

た
場

合
の

告
示

及
び

通
知

法
3
7
⑦

、
令

2
6
②

○
郵

便
等

に
よ

る
在

外
投

票
の

投
票

用
紙

及
び

投
票

用
封

筒
の

交
付

令
6
5
の

1
1
①

②
（

交
付

は
参

議
院

議
員

の
任

期
満

了
の

日
前

6
0
日

に
当

た
る

日
（

５
月

2
6
日

）
在

規
2
3

か
ら

。
請

求
は

選
挙

期
日

の
４

日
前

ま
で

に
。

）

○
国

外
不

在
者

投
票

の
投

票
用

紙
及

び
投

票
用

封
筒

の
交

付
（

交
付

は
公

示
日

令
5
9
の

５
の

４
⑤

以
前

の
市

区
町

村
選

管
の

定
め

る
日

か
ら

。
特

定
国

外
派

遣
組

織
の

長
の

請
⑦

求
は

選
挙

期
日

の
３

日
前

ま
で

に
。

）

■
選

挙
時

登
録

の
縦

覧
場

所
の

告
示

（
縦

覧
開

始
の

日
（

公
示

日
）

の
３

日
前

法
2
3
②

（
６

月
1
9
日

）
ま

で
に

）

■
在

外
選

挙
人

名
簿

登
録

の
縦

覧
場

所
の

告
示

（
縦

覧
開

始
の

日
（

公
示

日
）

法
3
0
の

７
②

の
３

日
前

（
６

月
1
9
日

）
ま

で
に

）

○
選

挙
時

登
録

（
国

内
の

選
挙

人
名

簿
）

（
公

示
日

の
前

日
（

６
月

2
1
日

)
）

法
2
2
②

○
在

外
選

挙
人

名
簿

登
録

（
公

示
日

前
日

（
６

月
2
1
日

）
ま

で
）

法
3
0
の

６
①

②

◎
選

挙
人

名
簿

登
録

者
数

の
報

告
（

６
月

2
1
日

）
令

2
2
①

（
在

外
選

挙
人

名
簿

登
録

者
数

の
報

告
）

■
告

示
関

係
◎

県
へ

の
報

告
関

係
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月
逆

県
曜

算
日

日
処

理
事

項
根

拠
法

令

参
議

院
議

員
通

常
選

挙
期

日
の

公
示

憲
法

７
、

法
3
2
③

■
選

挙
長

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
告

示
法

7
5
③

令
8
0
①

、
8
1

■
選

挙
分

会
長

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
告

示
法

7
5
③

令
8
0
①

、
8
1

■
選

挙
長

事
務

及
び

選
挙

分
会

長
事

務
を

取
り

扱
う

場
所

の
告

示

■
選

挙
運

動
に

関
す

る
支

出
金

額
の

制
限

額
の

告
示

法
1
9
6

■
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

に
ポ

ス
タ

ー
を

掲
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

日
の

告
示

法
1
4
4
の

２
⑤

■
選

挙
立

会
人

決
定

の
く

じ
を

行
う

場
所

及
び

日
時

の
告

示
法

7
6

■
選

挙
会

及
び

選
挙

分
会

の
場

所
及

び
日

時
の

告
示

法
7
8

■
参

比
名

称
等

掲
示

の
掲

載
順

序
を

定
め

る
く

じ
を

行
う

場
所

及
び

日
時

の
告

示
法

1
7
5
③

⑤
運

規
3
5
①

■
参

選
政

見
放

送
の

日
時

を
定

め
る

く
じ

を
行

う
場

所
及

び
日

時
の

告
示

放
規

1
3
、

1
4
①

■
参

比
選

挙
公

報
の

掲
載

順
序

を
定

め
る

く
じ

を
行

う
場

所
及

び
日

時
の

告
示

法
1
6
9
⑤

■
立

候
補

の
受

付
（

立
候

補
者

の
告

示
、

通
知

、
照

会
及

び
報

告
）

法
8
6
の

４
、

令
9
2

６
○

候
補

者
へ

の
標

旗
、

腕
章

そ
の

他
の

証
明

書
類

の
交

付

・
⑦

2
4

1
法

付
交

の
紙

証
ラ

ビ
用

動
運

挙
選

○
8

1
水

2
2

＜
選

挙
運

動
開

始
＞

法
1
2
9

（

○
出

納
責

任
者

の
選

任
届

及
び

異
動

届
の

受
付

開
始

法
1
8
0
、

1
8
2

公
○

選
挙

事
務

所
の

設
置

届
及

び
異

動
届

の
受

付
開

始
法

1
3
0
、

令
1
0
8

示 日
○

選
挙

運
動

の
た

め
に

使
用

す
る

事
務

員
、

専
ら

法
1
4
1
①

の
規

定
に

よ
り

選
挙

法
1
9
7
の

２
⑤

）

運
動

の
た

め
に

使
用

さ
れ

る
自

動
車

又
は

船
舶

の
上

に
お

け
る

選
挙

運
動

の
た

令
1
2
9
⑦

⑧
⑨

め
に

使
用

す
る

者
、

専
ら

手
話

通
訳

の
た

め
に

使
用

す
る

者
及

び
専

ら
要

約
筆

記
の

た
め

に
使

用
す

る
者

に
関

す
る

届
出

の
受

付
開

始

＜
選

挙
公

報
掲

載
文

掲
載

申
請

の
受

付
＞

（
公

示
日

か
ら

２
日

間
（

６
月

2
3
日

ま
法

1
6
8
①

で
）

）

○
選

挙
立

会
人

届
出

の
受

付
開

始
(
選

挙
期

日
の

３
日

前
（

７
月

７
日

）
ま

で
)

法
7
6

○
選

挙
公

営
関

係
書

類
の

受
付

開
始

、
確

認
書

の
交

付
令

1
0
9
の

４
外

○
政

談
演

説
会

開
催

申
出

の
受

付
開

始
（

立
札

等
表

示
証

の
交

付
）

法
2
0
1
の

1
1
②

⑧
運

規
3
9
の

６

○
推

薦
団

体
へ

の
確

認
書

の
交

付
及

び
総

務
大

臣
へ

の
通

知
法

2
0
1
の

４
②

④

○
推

薦
団

体
に

よ
る

推
薦

演
説

会
開

催
通

知
用

ポ
ス

タ
ー

証
紙

の
交

付
(
そ

の
都

法
2
0
1
の

４
⑨

度
)

運
規

3
9
の

２

○
候

補
者

に
つ

き
、

そ
の

死
亡

、
届

出
の

却
下

、
届

出
の

取
下

げ
、

立
候

補
の

辞
令

9
2
①

退
、

法
9
1
②

該
当

若
し

く
は

法
1
0
3
④

該
当

又
は

届
出

事
項

の
異

動
が

あ
っ

た
場

合
の

市
区

町
村

選
管

へ
の

通
知

（
そ

の
都

度
）

○
名

簿
届

出
政

党
等

に
関

す
る

事
項

の
市

区
町

村
選

管
等

へ
の

通
知

(
そ

の
都

度
)

令
9
2
⑧

○
違

反
選

挙
事

務
所

の
閉

鎖
命

令
（

そ
の

都
度

）
法

1
3
4

○
違

反
文

書
図

画
の

撤
去

命
令

（
そ

の
都

度
）

法
1
4
7
、

2
0
1
の

1
1

⑪
■

繰
上

投
票

期
日

の
決

定
、

告
示

及
び

関
係

市
区

町
村

選
管

へ
の

通
知

法
5
6
、

令
4
6
①

（
公

示
日

）
■

告
示

関
係

◎
県

へ
の

報
告

関
係

市
区

町
村 ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ

処
理

事
項

根
拠

法
令

備
考

欄

■
期

日
前

投
票

所
の

場
所

（
二

以
上

の
期

日
前

投
票

所
を

設
け

る
場

合
は

、
全

法
4
8
の

２
⑥

て
の

期
日

前
投

票
所

の
場

所
及

び
当

該
期

日
前

投
票

所
を

設
け

る
期

間
）

の
（

法
4
1
）

告
示

■
期

日
前

投
票

所
の

投
票

管
理

者
及

び
同

職
務

代
理

者
の

選
任

告
示

法
4
8
の

２
(
法

3
7
)

令
2
4
、

4
9
の

７
（

令
2
5
）

■
在

外
選

挙
人

に
係

る
期

日
前

投
票

所
の

指
定

・
告

示
法

4
9
の

２
②

＊
期

日
前

投
票

所
を

１
か

所
し

か
設

け
な

い
場

合
も

必
要

（
法

4
8
の

２
①

）
令

6
5
の

1
3
③

■
二

以
上

の
期

日
前

投
票

所
を

設
け

る
場

合
の

､
一

の
期

日
前

投
票

所
を

除
い

法
4
8
の

２
⑥

た
期

日
前

投
票

所
の

開
閉

時
刻

の
変

更
告

示
及

び
期

日
前

投
票

所
の

投
票

管
（

法
4
0
）

理
者

へ
の

通
知

■
投

票
所

の
告

示
（

選
挙

期
日

５
日

前
（

７
月

５
日

）
ま

で
に

）
法

4
1

■
投

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
告

示
法

3
7
、

令
2
4
①

､
2
5

■
投

票
所

の
開

閉
時

刻
の

変
更

告
示

、
投

票
管

理
者

へ
通

知
及

び
県

選
管

へ
の

法
4
0
②

届
出

（
該

当
す

る
場

合
）

規
程

1
5

■
開

票
の

場
所

及
び

日
時

の
告

示
法

6
4

■
開

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
告

示
法

6
1
、

令
6
7
､
6
8

■
開

票
立

会
人

決
定

の
く

じ
を

行
う

場
所

及
び

日
時

の
告

示
法

6
2
⑥

■
参

選
候

補
者

氏
名

等
掲

示
の

掲
載

順
序

を
定

め
る

く
じ

を
行

う
場

所
及

び
日

法
1
7
5
③

⑤
時

の
告

示
運

規
3
5
③

○
期

日
前

投
票

所
の

投
票

立
会

人
の

選
任

（
２

人
）

並
び

に
本

人
及

び
期

日
前

法
4
8
の

２
⑤

投
票

所
の

投
票

管
理

者
へ

の
通

知
（

法
3
8
）

令
4
9
の

７
(
令

2
7
)

○
投

票
所

入
場

券
の

配
付

（
で

き
る

だ
け

速
や

か
に

）
令

3
1

○
開

票
立

会
人

届
出

の
受

付
開

始
(
選

挙
期

日
の

３
日

前
(
７

月
７

日
)
ま

で
)

法
6
2

○
公

営
施

設
使

用
の

個
人

演
説

会
開

催
申

出
の

受
付

開
始

法
1
6
3

○
選

挙
事

務
所

の
設

置
届

及
び

異
動

届
の

受
付

開
始

法
1
3
0
、

令
1
0
8

○
違

反
選

挙
事

務
所

の
閉

鎖
命

令
（

そ
の

都
度

）
法

1
3
4

○
違

反
文

書
図

画
の

撤
去

命
令

（
そ

の
都

度
）

法
1
4
7
、

2
0
1
の

1
1

⑪
○

選
挙

長
（

参
比

は
県

選
管

）
か

ら
通

知
の

あ
っ

た
候

補
者

（
名

簿
届

出
政

党
令

9
2

等
）

に
関

す
る

事
項

の
投

票
管

理
者

及
び

開
票

管
理

者
へ

の
通

知
（

そ
の

都
度

）

○
繰

上
投

票
期

日
の

投
票

管
理

者
及

び
開

票
管

理
者

へ
の

通
知

令
4
6
②

◎
参

選
氏

名
等

掲
示

の
く

じ
（

午
後

５
時

以
降

）
法

1
7
5
③

⑤
（

氏
名

等
掲

示
原

稿
を

県
選

管
へ

の
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
に

よ
る

送
信

）

○
期

日
前

投
票

所
及

び
不

在
者

投
票

記
載

場
所

内
の

氏
名

等
掲

示
の

準
備

法
1
7
5
②

○
選

挙
人

名
簿

及
び

在
外

選
挙

人
名

簿
の

縦
覧

（
公

示
日

（
６

月
2
2
日

)
）

法
2
3
①

令
2
3
の

1
1
②

○
期

日
前

投
票

所
の

投
票

管
理

者
へ

選
挙

人
名

簿
（

在
外

選
挙

人
名

簿
）

又
は

令
4
9
の

７
(
令

2
8

そ
の

抄
本

の
送

付
（

期
日

前
投

票
所

を
設

け
る

期
間

の
初

日
に

お
い

て
当

該
①

)
、

令
6
5
の

1
3

期
日

前
投

票
所

を
開

く
時

刻
ま

で
に

）
(
令

4
9
の

７
(
令

2
8

①
)
)
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月
逆

県
曜

算
日

日
処

理
事

項
根

拠
法

令

参
議

院
議

員
通

常
選

挙
期

日
の

公
示

憲
法

７
、

法
3
2
③

■
選

挙
長

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
告

示
法

7
5
③

令
8
0
①

、
8
1

■
選

挙
分

会
長

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
告

示
法

7
5
③

令
8
0
①

、
8
1

■
選

挙
長

事
務

及
び

選
挙

分
会

長
事

務
を

取
り

扱
う

場
所

の
告

示

■
選

挙
運

動
に

関
す

る
支

出
金

額
の

制
限

額
の

告
示

法
1
9
6

■
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

に
ポ

ス
タ

ー
を

掲
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

日
の

告
示

法
1
4
4
の

２
⑤

■
選

挙
立

会
人

決
定

の
く

じ
を

行
う

場
所

及
び

日
時

の
告

示
法

7
6

■
選

挙
会

及
び

選
挙

分
会

の
場

所
及

び
日

時
の

告
示

法
7
8

■
参

比
名

称
等

掲
示

の
掲

載
順

序
を

定
め

る
く

じ
を

行
う

場
所

及
び

日
時

の
告

示
法

1
7
5
③

⑤
運

規
3
5
①

■
参

選
政

見
放

送
の

日
時

を
定

め
る

く
じ

を
行

う
場

所
及

び
日

時
の

告
示

放
規

1
3
、

1
4
①

■
参

比
選

挙
公

報
の

掲
載

順
序

を
定

め
る

く
じ

を
行

う
場

所
及

び
日

時
の

告
示

法
1
6
9
⑤

■
立

候
補

の
受

付
（

立
候

補
者

の
告

示
、

通
知

、
照

会
及

び
報

告
）

法
8
6
の

４
、

令
9
2

６
○

候
補

者
へ

の
標

旗
、

腕
章

そ
の

他
の

証
明

書
類

の
交

付

・
⑦

2
4

1
法

付
交

の
紙

証
ラ

ビ
用

動
運

挙
選

○
8

1
水

2
2

＜
選

挙
運

動
開

始
＞

法
1
2
9

（

○
出

納
責

任
者

の
選

任
届

及
び

異
動

届
の

受
付

開
始

法
1
8
0
、

1
8
2

公
○

選
挙

事
務

所
の

設
置

届
及

び
異

動
届

の
受

付
開

始
法

1
3
0
、

令
1
0
8

示 日
○

選
挙

運
動

の
た

め
に

使
用

す
る

事
務

員
、

専
ら

法
1
4
1
①

の
規

定
に

よ
り

選
挙

法
1
9
7
の

２
⑤

）

運
動

の
た

め
に

使
用

さ
れ

る
自

動
車

又
は

船
舶

の
上

に
お

け
る

選
挙

運
動

の
た

令
1
2
9
⑦

⑧
⑨

め
に

使
用

す
る

者
、

専
ら

手
話

通
訳

の
た

め
に

使
用

す
る

者
及

び
専

ら
要

約
筆

記
の

た
め

に
使

用
す

る
者

に
関

す
る

届
出

の
受

付
開

始

＜
選

挙
公

報
掲

載
文

掲
載

申
請

の
受

付
＞

（
公

示
日

か
ら

２
日

間
（

６
月

2
3
日

ま
法

1
6
8
①

で
）

）

○
選

挙
立

会
人

届
出

の
受

付
開

始
(
選

挙
期

日
の

３
日

前
（

７
月

７
日

）
ま

で
)

法
7
6

○
選

挙
公

営
関

係
書

類
の

受
付

開
始

、
確

認
書

の
交

付
令

1
0
9
の

４
外

○
政

談
演

説
会

開
催

申
出

の
受

付
開

始
（

立
札

等
表

示
証

の
交

付
）

法
2
0
1
の

1
1
②

⑧
運

規
3
9
の

６

○
推

薦
団

体
へ

の
確

認
書

の
交

付
及

び
総

務
大

臣
へ

の
通

知
法

2
0
1
の

４
②

④

○
推

薦
団

体
に

よ
る

推
薦

演
説

会
開

催
通

知
用

ポ
ス

タ
ー

証
紙

の
交

付
(
そ

の
都

法
2
0
1
の

４
⑨

度
)

運
規

3
9
の

２

○
候

補
者

に
つ

き
、

そ
の

死
亡

、
届

出
の

却
下

、
届

出
の

取
下

げ
、

立
候

補
の

辞
令

9
2
①

退
、

法
9
1
②

該
当

若
し

く
は

法
1
0
3
④

該
当

又
は

届
出

事
項

の
異

動
が

あ
っ

た
場

合
の

市
区

町
村

選
管

へ
の

通
知

（
そ

の
都

度
）

○
名

簿
届

出
政

党
等

に
関

す
る

事
項

の
市

区
町

村
選

管
等

へ
の

通
知

(
そ

の
都

度
)

令
9
2
⑧

○
違

反
選

挙
事

務
所

の
閉

鎖
命

令
（

そ
の

都
度

）
法

1
3
4

○
違

反
文

書
図

画
の

撤
去

命
令

（
そ

の
都

度
）

法
1
4
7
、

2
0
1
の

1
1

⑪
■

繰
上

投
票

期
日

の
決

定
、

告
示

及
び

関
係

市
区

町
村

選
管

へ
の

通
知

法
5
6
、

令
4
6
①

（
公

示
日

）
■

告
示

関
係

◎
県

へ
の

報
告

関
係

市
区

町
村 ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ

処
理

事
項

根
拠

法
令

備
考

欄

■
期

日
前

投
票

所
の

場
所

（
二

以
上

の
期

日
前

投
票

所
を

設
け

る
場

合
は

、
全

法
4
8
の

２
⑥

て
の

期
日

前
投

票
所

の
場

所
及

び
当

該
期

日
前

投
票

所
を

設
け

る
期

間
）

の
（

法
4
1
）

告
示

■
期

日
前

投
票

所
の

投
票

管
理

者
及

び
同

職
務

代
理

者
の

選
任

告
示

法
4
8
の

２
(
法

3
7
)

令
2
4
、

4
9
の

７
（

令
2
5
）

■
在

外
選

挙
人

に
係

る
期

日
前

投
票

所
の

指
定

・
告

示
法

4
9
の

２
②

＊
期

日
前

投
票

所
を

１
か

所
し

か
設

け
な

い
場

合
も

必
要

（
法

4
8
の

２
①

）
令

6
5
の

1
3
③

■
二

以
上

の
期

日
前

投
票

所
を

設
け

る
場

合
の

､
一

の
期

日
前

投
票

所
を

除
い

法
4
8
の

２
⑥

た
期

日
前

投
票

所
の

開
閉

時
刻

の
変

更
告

示
及

び
期

日
前

投
票

所
の

投
票

管
（

法
4
0
）

理
者

へ
の

通
知

■
投

票
所

の
告

示
（

選
挙

期
日

５
日

前
（

７
月

５
日

）
ま

で
に

）
法

4
1

■
投

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
告

示
法

3
7
、

令
2
4
①

､
2
5

■
投

票
所

の
開

閉
時

刻
の

変
更

告
示

、
投

票
管

理
者

へ
通

知
及

び
県

選
管

へ
の

法
4
0
②

届
出

（
該

当
す

る
場

合
）

規
程

1
5

■
開

票
の

場
所

及
び

日
時

の
告

示
法

6
4

■
開

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
告

示
法

6
1
、

令
6
7
､
6
8

■
開

票
立

会
人

決
定

の
く

じ
を

行
う

場
所

及
び

日
時

の
告

示
法

6
2
⑥

■
参

選
候

補
者

氏
名

等
掲

示
の

掲
載

順
序

を
定

め
る

く
じ

を
行

う
場

所
及

び
日

法
1
7
5
③

⑤
時

の
告

示
運

規
3
5
③

○
期

日
前

投
票

所
の

投
票

立
会

人
の

選
任

（
２

人
）

並
び

に
本

人
及

び
期

日
前

法
4
8
の

２
⑤

投
票

所
の

投
票

管
理

者
へ

の
通

知
（

法
3
8
）

令
4
9
の

７
(
令

2
7
)

○
投

票
所

入
場

券
の

配
付

（
で

き
る

だ
け

速
や

か
に

）
令

3
1

○
開

票
立

会
人

届
出

の
受

付
開

始
(
選

挙
期

日
の

３
日

前
(
７

月
７

日
)
ま

で
)

法
6
2

○
公

営
施

設
使

用
の

個
人

演
説

会
開

催
申

出
の

受
付

開
始

法
1
6
3

○
選

挙
事

務
所

の
設

置
届

及
び

異
動

届
の

受
付

開
始

法
1
3
0
、

令
1
0
8

○
違

反
選

挙
事

務
所

の
閉

鎖
命

令
（

そ
の

都
度

）
法

1
3
4

○
違

反
文

書
図

画
の

撤
去

命
令

（
そ

の
都

度
）

法
1
4
7
、

2
0
1
の

1
1

⑪
○

選
挙

長
（

参
比

は
県

選
管

）
か

ら
通

知
の

あ
っ

た
候

補
者

（
名

簿
届

出
政

党
令

9
2

等
）

に
関

す
る

事
項

の
投

票
管

理
者

及
び

開
票

管
理

者
へ

の
通

知
（

そ
の

都
度

）

○
繰

上
投

票
期

日
の

投
票

管
理

者
及

び
開

票
管

理
者

へ
の

通
知

令
4
6
②

◎
参

選
氏

名
等

掲
示

の
く

じ
（

午
後

５
時

以
降

）
法

1
7
5
③

⑤
（

氏
名

等
掲

示
原

稿
を

県
選

管
へ

の
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
に

よ
る

送
信

）

○
期

日
前

投
票

所
及

び
不

在
者

投
票

記
載

場
所

内
の

氏
名

等
掲

示
の

準
備

法
1
7
5
②

○
選

挙
人

名
簿

及
び

在
外

選
挙

人
名

簿
の

縦
覧

（
公

示
日

（
６

月
2
2
日

)
）

法
2
3
①

令
2
3
の

1
1
②

○
期

日
前

投
票

所
の

投
票

管
理

者
へ

選
挙

人
名

簿
（

在
外

選
挙

人
名

簿
）

又
は

令
4
9
の

７
(
令

2
8

そ
の

抄
本

の
送

付
（

期
日

前
投

票
所

を
設

け
る

期
間

の
初

日
に

お
い

て
当

該
①

)
、

令
6
5
の

1
3

期
日

前
投

票
所

を
開

く
時

刻
ま

で
に

）
(
令

4
9
の

７
(
令

2
8

①
)
)

月
逆

県
曜

算
日

日
処

理
事

項
根

拠
法

令

（

○
政

見
放

送
日

時
決

定
の

く
じ

（
午

後
６

時
）

及
び

そ
の

結
果

の
政

見
放

送
実

施
放

規
1
3
、

1
4
①

③
続

局
、

候
補

者
及

び
市

区
町

村
選

管
へ

の
通

知

）

水
1
8

６
○

参
比

名
称

等
掲

示
の

く
じ

（
午

後
７

時
）

及
び

そ
の

結
果

の
市

区
町

村
選

管
へ

法
1
7
5
③

・
の

通
知

（
名

称
等

掲
示

の
市

区
町

村
選

管
へ

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

に
よ

る
送

信
及

び
運

規
3
5
②

2
2

郵
送

）

＜
参

選
選

挙
公

報
の

掲
載

申
請

最
終

日
＞

法
1
6
8
①

運
規

2
3
①

⑤
9

6
1

法
）

時
６

後
午

（
じ

く
の

序
順

載
掲

の
報

公
挙

選
選

参
○

運
規

2
9

○
選

挙
運

動
の

期
間

前
に

掲
示

さ
れ

た
候

補
者

の
氏

名
等

が
記

載
さ

れ
て

い
る

ポ
法

2
0
1
の

1
4
②

ス
タ

ー
の

撤
去

命
令

（
そ

の
都

度
）

６ ・
木

1
7

2
3

６
○

参
選

選
挙

公
報

の
校

正
・

印
刷

（
６

月
2
8
日

ま
で

）

・
金

1
6

○
参

比
選

挙
公

報
の

掲
載

順
序

の
く

じ
（

午
前

1
0
時

）
法

1
6
9
⑥

2
4

６ ・
土

1
5

2
5

○
参

比
選

挙
公

報
原

稿
の

受
領

（
総

務
省

）
６ ・

日
1
4

○
参

比
選

挙
公

報
の

校
正

・
印

刷
（

６
月

2
8
日

ま
で

）

2
6

６
○

期
日

前
投

票
者

数
（

６
月

2
6
日

ま
で

の
分

）
の

報
告

受
理

・
月

1
3

2
7

６
○

投
・

開
票

速
報

担
当

者
説

明
会

の
開

催

・
火

1
2

2
8

６
○

選
挙

公
報

の
発

送
運

規
3
2
①

・
水

1
1

2
9

（
公

示
日

～
選

挙
期

日
1
1
日

前
）

■
告

示
関

係
◎

県
へ

の
報

告
関

係

市
区

町
村 ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ

処
理

事
項

根
拠

法
令

備
考

欄

○
公

営
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

へ
の

ポ
ス

タ
ー

の
掲

示
後

、
法

8
6
の

４
⑨

の
規

定
に

運
規

1
0
の

６
③

よ
る

届
出

の
却

下
、

候
補

者
の

死
亡

、
又

は
法

9
1
②

若
し

く
は

法
1
0
3
④

該
当

の
旨

の
通

知
を

受
け

た
と

き
の

、
当
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４．第２４回参議院議員通常選挙啓発事業の実施について（通知）

このことについて、当委員会では、きれいな選挙の推進、投票参加の呼びかけ及び選挙

制度の周知を重点に、別紙計画書に基づき、各種の啓発事業を実施することとしておりま

す。

つきましては、貴委員会におかれましても、下記の事項に留意の上、地域の実情に即し

た有効かつ適切な啓発事業計画を作成し、その推進に鋭意努力されるようお願いします。

記

第１ 重点事項

１ きれいな選挙の推進

国政における参議院の役割に対する認識を一層深め、政党等や候補者の主義・主張

を十分見極めて、自覚ある投票をするように呼びかけること。

選挙の正しいルールを周知徹底させ、買収・供応等の悪質な選挙違反を一掃し、選

挙人の自由な意思で投票することができるようにすること。

２ 投票参加の推進

選挙は、主権者たる国民が政治に参加する最も重要で基本的な手段であり、投票す

ることが主権者たる国民の権利であるとともに、民主政治の健全な発展に不可欠であ

ることを周知徹底させること。

また、第 回衆議院議員総選挙において、投票率が戦後最低を更新し、中でも若年

層の投票率は極めて低い水準であることや、選挙権年齢の引下げにより、 歳以上の

有権者が投票に参加することから、特に若年層の選挙に対する意識の高揚に努めると

ともに、選挙区選挙と比例代表選挙の投票方法の違い、特に比例代表選挙が候補者名

又は政党名を記入する非拘束名簿式となっていること、期日前投票制度、不在者投票

制度など、投票に必要な情報の周知徹底を図ること。

第２ 実施事業

１ 福岡県が行う事業

別紙１「第 回参議院議員通常選挙啓発事業計画（案）」のとおり。

２ 市区町村が行う事業

各市区町村においては、効果的な事業計画を作成し、特に次の事業を重点的に実施

することにより、きれいな選挙の推進及び投票参加を呼びかけるとともに、選挙期日

及び選挙制度の周知を行うこと。

街頭宣伝活動等による広報

チラシ等の啓発資材の配布

広報車による巡回広報

ポスター等の掲示及び広告塔、横断幕等の掲出

広報誌紙・広報番組・庁内放送等による広報

バス等の交通機関への広告の掲出

選挙関連情報のホームページへの掲載やインターネットを活用した広告

高校や大学等の教育機関と連携した広報・参加の呼びかけ

地域の明るい選挙推進協議会や啓発活動を行う若者と連携した広報・参加の呼び
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かけ

第３ 啓発標語（県）

今回の選挙において当委員会が使用する啓発標語は、次のとおりである。

なお、啓発効果をより高めるため、各市区町村における啓発事業の実施に当たって

は、できる限り当委員会の標語と同一のものを使用することが望ましいこと。

＜標語＞ 「おもいをのせて 届け、私の声。」

第４ 啓発用物資

１ 当委員会及び総務省が作成する啓発用物資については、次のとおり各区市区町村へ

の送付を予定しているものであること。

啓発用物資名 送付予定日 備考（配布数等）

新有権者向けチ

ラシ（Ａ４）

６月上旬 政令市： 枚 市区町村： 枚

※ データも併せて送付

広報車用テープ

又はＣＤ―Ｒ
６月 日

「期日前用」と「投票日当日用」２種

テープ又はＣＤ―Ｒを各市区町村の希

望に準じて配布

懸垂幕
６月 日ま

で 業者直送

各市区町村庁舎及び支所 各１本ずつ

啓発ポスター及

びチラシ（国）

６月中旬頃 ※県選管経由 市区 枚 枚

町村 枚

啓発チラシ

（Ｂ４）（県）

選挙公報と同

時配布

部梱包

各市区町村の希望部数に準じて配布

２ 啓発用物資の利用について

啓発用物資は、基本的に公示日以降に使用するものであること。

ただし、新有権者向けチラシについては、常時啓発の一環として作成するので、

公示日前に使用して差支えない。

広報車用テープ並びにＣＤ―Ｒについては、広報車を効果的に巡回させることに

より、広く選挙期日及び審査期日の周知が図られるよう努めること。

懸垂幕については、各市区町村の本庁舎、支所等に掲出すること。

ポスターについては、各市区町村の庁舎、公共施設、繁華街等の選挙人の目につ

きやすい場所に掲出するなど適宜行うこと。

チラシについては、各世帯や公共施設等への配布のほか、街頭啓発等の啓発イベ

ントでの配布等に活用すること。
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事業の種類 事業の概要 実施期間

選挙啓発ラジオ番組の放映
ＦＭ福岡にて、ＫＡＮＩＫＡＰＩＬＡ出演で、選挙に関する30分特別番
組をＯＡ

平成28年７月３日

パブリシティ（60秒告知）の実施 ＦＭ福岡の番組内で投票を呼びかけ（10回実施）
平成28年６月22日
～７月10日

啓発チラシの作製・配布
参議院議員選挙の投票日や投票のやり方などを周知する啓発
チラシを作製し、各世帯等に配布

平成28年６月29日
選挙公報と併せて各市
区町村へ配付

サンプリングによる啓発
期日前投票所を設置する大学や福岡市の繁華街などで選挙啓
発物資を配布

平成28年６月27日
～７月４日

新聞広告による啓発
選挙期日の当日、５紙（朝日、西日本、毎日、読売、日経）に３段
半の広告を掲載

平成28年７月10日

ポスター及びチラシによる啓発
選挙期日等を記載した啓発ポスターを県・市区町村の庁舎や高
校等に掲示するとともに、啓発チラシを県・市区町村の窓口等で
配架

平成28年６月22日
～７月10日

懸垂幕の掲出による啓発 選挙期日等を記載した懸垂幕を県・市区町村の庁舎に掲出
平成28年６月22日
～７月10日

ホームページによる啓発
臨時啓発ホームページを開設
ＫＡＮＩＫＡＰＩＬＡによる投票を呼びかけるメッセージ動画や選挙制
度の紹介など

平成28年６月22日
～７月10日

コンビニエンスストアでの啓発
県下全域のコンビニ（ローソン及びファミリーマート）のＰＯＳレジ
を使用した啓発を実施

平成28年６月22日
～７月10日

市区町村で使用する広報車用啓発テープ及びＣＤーＲを作製し
配布

各駅構内及び百貨店でのアナウンスを実施

県庁舎及び各総合庁舎でのアナウンスを実施

県広報媒体利用による啓発
県の広報媒体を活用した広報の実施
　(テレビ・ラジオ、ホームぺージ）

平成28年６月22日
～７月10日

市に対する委託事業 市に対し臨時啓発事業を委託

事業の種類 事業の概要 実施期間

新有権者向けチラシの作製・配布
新有権者（18、19歳）向けのチラシを作製し、県内の高校、大学、
市区町村等に配布

平成28年６月９日
～平成28年７月10日

選挙啓発イベント「『届け、私の声』18
歳選挙はじまる！」

福岡市中央区天神の岩田屋前イベント広場にて、７人組ガール
ズバンド「KANIKAPILA」による選挙クイズ、スペシャルライブ及び
模擬投票を内容としたイベントを実施

平成28年６月11日

５．臨時啓発事業の概要

アナウンスによる啓発

（参考）18歳選挙権に係る啓発事業

平成28年６月22日
～７月10日
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八

女
市

　
糸

島
市

　
み

や
ま

市

　
う

き
は

市

　
筑

後
市

　
筑

紫
野

市
　

春
日

市
　

大
野

城
市

県
 
 
 
 
 
 
 
 
計

郡
 
 
 
部

 
 
 
計

市
 
 
 
部

 
 
 
計

　
福

津
市

（
D
)

在
 
外

 
失

 
格

 
者

 
数

（
E
)

当
日

在
外

有
権

者
見

込
数

　
古

賀
市

　
行

橋
市
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（
２
）
在
外
　
　
２
／
２

男
女

計
男

女
計

男
女

計
男

女
計

　
那

珂
川

町

（
E
)

当
日

在
外

有
権

者
見

込
数

　
芦

屋
町

　
水

巻
町

　
宇

美
町

　
篠

栗
町

　
志

免
町

　
須

恵
町

　
粕

屋
町

＊
糟

屋
郡

 
 
 
 
計

　
新

宮
町

　
久

山
町

　
岡

垣
町

　
遠

賀
町

＊
遠

賀
郡

 
 
 
 
計

　
小

竹
町

　
鞍

手
町

＊
鞍

手
郡

 
 
 
 
計

　
桂

川
町

＊
嘉

穂
郡

 
 
 
 
計

　
筑

前
町

　
東

峰
村

＊
朝

倉
郡

 
 
 
 
計

　
大

刀
洗

町
＊

三
井

郡
 
 
 
 
計

　
大

木
町

＊
三

潴
郡

 
 
 
 
計

　
広

川
町

＊
八

女
郡

 
 
 
 
計

　
香

春
町

　
添

田
町

　
糸

田
町

　
川

崎
町

　
大

任
町

　
赤

村
　

福
智

町
＊

田
川

郡
 
 
 
 
計

　
苅

田
町

　
み

や
こ

町
＊

京
都

郡
 
 
 
 
計

　
吉

富
町

　
上

毛
町

県
 
 
 
 
 
 
 
 
計

　
築

上
町

＊
築

上
郡

 
 
 
 
計

市
 
 
 
部

 
 
 
計

郡
 
 
 
部

 
 
 
計

＊
筑

紫
郡

 
 
 
 
計

市
区

町
村

名

（
D
)

在
 
外

 
失

 
格

 
者

 
数

（
A
)

選
挙

時
登

録
日

現
在

在
外

登
録

者
数

（
C
)

（
A
）

以
降

の
在

外
抹

消
者

数
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（
３
）
国
内
＋
在
外
　
　
１
／
２

男
女

計
男

女
計

男
女

計

（
Ｘ

)
（

Ｅ
)

当
日

有
権

者
見

込
数

在
外

）

　
八

女
市

　
直

方
市

　
飯

塚
市

　
久

留
米

市

　
中

央
区

　
南

区
　

城
南

区

　
柳

川
市

　
田

川
市

　
古

賀
市

　
行

橋
市

　
筑

紫
野

市
　

春
日

市
　

大
野

城
市

県
 
 
 
 
 
 
 
 
計

郡
 
 
 
部

 
 
 
計

市
 
 
 
部

 
 
 
計

　
嘉

麻
市

　
宮

若
市

　
福

津
市

　
博

多
区

　
糸

島
市

　
み

や
ま

市

　
う

き
は

市

　
筑

後
市

　
大

川
市

　
豊

前
市

　
太

宰
府

市

　
朝

倉
市

　
宗

像
市

　
中

間
市

　
小

郡
市

　
早

良
区

　
八

幡
東

区

　
西

区
＊

福
岡

市
 
 
 
 
計

　
大

牟
田

市

　
戸

畑
区

＊
北

九
州

市
 
 
計

　
東

区

　
若

松
区

　
門

司
区

　
小

倉
北

区
　

小
倉

南
区

　
八

幡
西

区

市
区

町
村

名

（
ｅ

)
当

日
有

権
者

見
込

数
国

内
）

(
Ｘ

)
=
(
ｅ

)
+
(
Ｅ

)
当

日
有

権
者

見
込

数
合

計
）
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男
女

計
男

女
計

男
女

計

　
須

恵
町

　
新

宮
町

　
久

山
町

　
上

毛
町

県
 
 
 
 
 
 
 
 
計

　
築

上
町

＊
築

上
郡

 
 
 
 
計

市
 
 
 
部

 
 
 
計

郡
 
 
 
部

 
 
 
計

　
福

智
町

＊
田

川
郡

 
 
 
 
計

　
苅

田
町

　
み

や
こ

町
＊

京
都

郡
 
 
 
 
計

　
吉

富
町

　
香

春
町

　
添

田
町

　
糸

田
町

　
川

崎
町

　
大

任
町

　
赤

村

　
大

刀
洗

町
＊

三
井

郡
 
 
 
 
計

　
大

木
町

＊
三

潴
郡

 
 
 
 
計

　
広

川
町

＊
八

女
郡

 
 
 
 
計

＊
鞍

手
郡

 
 
 
 
計

　
桂

川
町

＊
嘉

穂
郡

 
 
 
 
計

　
筑

前
町

　
東

峰
村

＊
朝

倉
郡

 
 
 
 
計

　
水

巻
町

　
岡

垣
町

　
遠

賀
町

＊
遠

賀
郡

 
 
 
 
計

　
小

竹
町

　
鞍

手
町

　
芦

屋
町

当
日

有
権

者
見

込
数

国
内

）
当

日
有

権
者

見
込

数
在

外
）

　
粕

屋
町

＊
糟

屋
郡

 
 
 
 
計

　
宇

美
町

　
篠

栗
町

　
志

免
町

　
那

珂
川

町

（
Ｅ

)

市
区

町
村

名

（
ｅ

)

（
３

）
国

内
＋

在
外

　
　

２
／

２
（

Ｘ
)

＊
筑

紫
郡

 
 
 
 
計

当
日

有
権

者
見

込
数

合
計

）
(
Ｘ

)
=
(
ｅ

)
+
(
Ｅ

)
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７．選挙結果確定報告による各種報告調

（１）選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数に関する調

男 女 計 男 女 計 男 女 計

選挙時登録日現在選挙人名簿登録者数

市 区 町 村 合 計

男 女 計 男 女 計 男 女 計

補正登録により登録された者の数

市 区 町 村 合 計

男 女 計 男 女 計 男 女 計

公示日前日現在在外選挙人名簿登録者数

市 区 町 村 合 計

男 女 計 男 女 計 男 女 計

選挙時登録日現在選挙人名簿登録者数＋公示日前日現在在外選挙人名簿登録者数

市 区 町 村 合 計
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（２）有権者数、投票者数、棄権者数及び投票率に関する調

（イ）比例代表

男 女 計 男 女 計 男 女 計

市 区 町 村 合 計

選挙当日有権者数（比例代表）（国内＋在外）

男 女 計 男 女 計 男 女 計

市 区 町 村 合 計

選挙当日有権者数（比例代表）（在外）

男 女 計 男 女 計 男 女 計

市 区 町 村 合 計

投票者数（比例代表）（国内＋在外）

男 女 計 男 女 計 男 女 計

市 区 町 村 合 計

投票者数（比例代表）（在外）
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男 女 計 男 女 計 男 女 計

市 区 町 村 合 計

棄権者数（比例代表）（国内＋在外）

男 女 計 男 女 計 男 女 計

市 区 町 村 合 計

棄権者数（比例代表）（在外）

男 女 計 男 女 計 男 女 計

市 区 町 村 合 計

投票率（％）（比例代表）（国内＋在外）

男 女 計 男 女 計 男 女 計

市 区 町 村 合 計

投票率（％）（比例代表）（在外）
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（ロ）選挙区

男 女 計 男 女 計 男 女 計

選挙当日有権者数（選挙区）（国内＋在外）

市 区 町 村 合 計

男 女 計 男 女 計 男 女 計

選挙当日有権者数（選挙区）（在外）

市 区 町 村 合 計

男 女 計 男 女 計 男 女 計

投票者数（選挙区）（国内＋在外）

市 区 町 村 合 計

男 女 計 男 女 計 男 女 計

投票者数（選挙区）（在外）

市 区 町 村 合 計
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男 女 計 男 女 計 男 女 計

棄権者数（選挙区）（国内＋在外）

市 区 町 村 合 計

男 女 計 男 女 計 男 女 計

棄権者数（選挙区）（在外）

市 区 町 村 合 計

男 女 計 男 女 計 男 女 計

投票率（％）（選挙区）（国内＋在外）

市 区 町 村 合 計

男 女 計 男 女 計 男 女 計

投票率（％）（選挙区）（在外）

市 区 町 村 合 計
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（３）候補者の届出に関する調（選挙区）

（４）党派別新現元別候補者数に関する調（選挙区）

死

亡

辞

退

却

下

死

亡

辞

退

却

下

（C)

立候補届出期間中に届出
をした候補者の数

左記の期間中に死亡し，辞退し又は却下された者の数
立候補届出締切日現在に
おける候補者の数(A)-(B)

自ら届
出をし
た候補
者の数

計

自ら届
出をし
た候補
者の数

計

推薦届
出によ
る候補
者の数

計

推薦届
出によ
る候補
者の数

自ら届
出をし
た候補
者の数

推薦届
出によ
る候補
者の数

死

亡

辞

退

却

下

死

亡

辞

退

却

下

自ら届
出をし
た候補
者の数

推薦届
出によ
る候補
者の数

計

自ら届
出をし
た候補
者の数

推薦届
出によ
る候補
者の数

計

差 引 合 計
立候補届出日経過後に死亡し,辞退し又は却下された者の数

補充立候補届出期間中に
届出をした候補者の数

計

推薦届
出によ
る候補
者の数

自ら届
出をし
た候補
者の数

新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計

自由民主党 民進党 公明党

生活の党
と山本太
郎となか
またち

おおさか
維新の会

日本のこ
ころを大
切にする

党

日本共産党 社会民主党

新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計

合計幸福実現党新党改革
支持政党

なし
国民怒り

の声
無所属諸派
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（８）報酬支給選挙運動従事者の届出をした党派別候補者数に関する調

（９）党派別新現元別当選人数に関する調（選挙区）

日本のこころを
大 切 に す る党

人
以
上

人
未
満

社 会 民 主 党

合
計

人
以
上

人
以
上

人
未
満

人
以
上

人
未
満

選
挙
運
動
従
事
者
の
総
数

候補者数

人
以
上

合
計人

候補者数

人
以
上

合
計

人
以
上

人
未
満

合
計

選
挙
運
動
従
事
者
の
総
数

選
挙
運
動
従
事
者
の
総
数

人
以
上

選
挙
運
動
従
事
者
の
総
数

民 進 党

選
挙
運
動
従
事
者
の
総
数

合
計

人
以
上

人
未
満

人
以
上

人
未
満

人
以
上

人
未
満

人
以
上

人
未
満

人
以
上

人
以
上

人
未
満

人
以
上

人
未
満

人
以
上

人

人
以
上

人
未
満

人
以
上

人
未
満

公 明 党

人

人
以
上

人
未
満

人
以
上

人
合
計

人
以
上

人
未
満

おおさか維新の
会

候補者数

人

候補者数

人
以
上

人
未
満

候補者数 候補者数

生活の党と山本太郎と

な か ま た ち

人

候補者数 候補者数

自 由 民 主 党

合
計

選
挙
運
動
従
事
者
の
総
数

選
挙
運
動
従
事
者
の
総
数

人
以
上

人
未
満

日 本 共 産 党

人
以
上

人
合
計 人

選
挙
運
動
従
事
者
の
総
数

人

無 所 属

候補者数 選
挙
運
動
従
事
者
の
総
数

人

人
以
上

人
未
満

人
以
上

人
未
満

人
以
上

合
計

人
以
上

合
計

人
以
上

人
未
満

合
計

国 民 怒 り の 声

候補者数 選
挙
運
動
従
事
者
の
総
数

人

人
以
上

人
未
満

人
以
上

人
未
満

人
以
上

合
計

人
以
上

人
未
満

人

選
挙
運
動
従
事
者
の
総
数

候補者数

人
以
上

人
未
満

諸 派

選
挙
運
動
従
事
者
の
総
数

人

選
挙
運
動
従
事
者
の
総
数

人

候補者数

合
計

人
以
上

人
未
満

合
計

新 党 改 革

候補者数 選
挙
運
動
従
事
者
の
総
数

人

人
以
上

人
未
満

支 持 政 党 な し幸 福 実 現 党

選
挙
運
動
従
事
者
の
総
数

選
挙
運
動
従
事
者
の
総
数

人
以
上

人
未
満

候補者数

人
以
上

人
以
上

人
未
満

人
以
上

候補者数

人
以
上

人
以
上

人
以
上

人
未
満

合 計

合
計

人
以
上

人
未
満

人
以
上

人
未
満

人
以
上

新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計

日本のこ
ころを大
切にする
党

社会民主党民進党
おおさか
維新の会

生活の党
と山本太
郎となか
またち

公明党自由民主党 日本共産党

新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計 新 現 元 計

支持政党
なし

合計諸派 無所属幸福実現党新党改革
国民怒り
の声
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（ ）党派別男女別当選人数に関する調（選挙区）

（ ）職業別当選人数に関する調（選挙区）

（ ）年齢段階別当選人数に関する調（選挙区）

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

自由民主党
おおさか
維新の会

日本のこ
ころを大
切にする

党

生活の党
と山本太
郎となか
またち

社会民主党民進党 公明党 日本共産党

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

幸福実現党
支持政党

なし
新党改革 合計

国民怒り
の声

諸派 無所属

水
産
業

（

弁
理
士
を
含
む
）

弁
護
士

（

税
理
士
を
含
む
）

会
計
士

出
版
業

そ
の
他
の
職
業

（

重
役
を
含
む
）

会
社
員

記
者

合
計

団
体
役
員

無
職

政
党
役
員

薬
剤
師

著
述
業

参
議
院
議
員

（

歯
科
医
を
含
む
）

医
師

農
林
業

教
育
家

宗
教
家

商
業

鉱
工
業

30歳以上
35歳未満

35歳以上
40歳未満

40歳以上
45歳未満

45歳以上
50歳未満

50歳以上
55歳未満

55歳以上
60歳未満

60歳以上
65歳未満

65歳以上
70歳未満

70歳以上 合計 最高年齢 最低年齢 平均年齢
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（ ）党派別得票数に関する調

（イ）比例代表

（ロ）選挙区

（ ）落選人に関する調（選挙区）

得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率

生活の党と山本太郎
となかまたち

日本のこころを大切
にする党

日本共産党 おおさか維新の会 社会民主党自由民主党 民進党 公明党

得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率

有効投票数
支持政党なし

合計
新党改革 幸福実現党国民怒りの声 諸派 無所属

得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率

日本のこころを大切
にする党

おおさか維新の会 社会民主党
生活の党と山本太郎

となかまたち
自由民主党 民進党 公明党 日本共産党

得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率

無所属諸派
合計 有効投票数

新党改革 国民怒りの声 幸福実現党 支持政党なし

((B)/(A))倍 (C)＋(D) 　(D)

左記(D)欄の
落選人のう
ち法第93条
第１項の得
票数に達し
ない者の数

候補者数 落選人数の内訳

競争率
選挙すべき
議員定数

法第95条第
１項ただし
書の法定得
票数に達し
た者の数

法第95条第
１項ただし
書の法定得
票数に達し
ない者の数

立候補
者総数

選挙当日の
候補者数

落選人数
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（ ）投票総数、有効投票数及び無効投票数等に関する調

（イ）比例代表

（ロ）選挙区

（ ）有効投票に関する調

（イ）比例代表

（ロ）選挙区

投　票　総　数
（A）

有　効　投　票　数
（B）

無　効　投　票　数
（C）

無　効　投　票　率
　((C)/(A)×100)　％

投　票　総　数
（A）

有　効　投　票　数
（B）

無　効　投　票　数
（C）

無　効　投　票　率
　((C)/(A)×100)　％

（A） （B） （C）

いずれの名
簿登載者又
は政党等に
も属さない
票数

合　　　計左記の内訳

政党等の名
称を記載し
たもの

政党等の略
称を記載し
たもの

その他

法第68条の2
第3項以外の
投票数

あん分した
投票数

名簿登載者
の氏名を記
載したもの

名簿登載者
の氏を記載
したもの

名簿登載者
の名を記載
したもの

法第68条の2第5項によってあん分した投票数

（A） （B） （C）

名を記載
したもの

その他

左記の内訳 合　　　計
あん分した
投票数

法第68条の2
第1項以外の
投票数

いずれの候
補者にも属
しない票数

法第68条の2第4項によってあん分した投票数

氏名を記載
したもの

氏を記載
したもの
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（ ）無効投票に関する調

（イ）比例代表

（ロ）選挙区

（ ）仮投票に関する調

（イ）比例代表

（ロ）選挙区

所
定
の
用
紙
を
用
い
な
い
も
の

参
議
院
名
簿
登
載
者
で
な
い
者
，
公
職
の
候
補
者
と
な
る

こ
と
が
で
き
な
い
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
を
記
載
し

た
も
の
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
以
外
の
政
党
そ
の

他
の
政
治
団
体
の
名
称
若
し
く
は
略
称
を
記
載
し
た
も
の

参
議
院
名
簿
の
届
出
要
件
に
該
当
し
て
い
な
か
っ

た
政
党

そ
の
他
の
政
治
団
体
，
参
議
院
名
簿
の
取
下
げ
の
届
出
を

し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
又
は
参
議
院
名
簿
を
重
ね

て
届
け
出
て
い
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
係
る
参
議

院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
又
は
そ
の
名
称
若
し
く
は
略
称
を

記
載
し
た
も
の

参
議
院
名
簿
登
載
者
の
全
員
に
つ
き
，
抹
消
の
事
由
が
生

じ
て
お
り
又
は
除
名
，
離
党
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
所
属
す
る
者
で
な
く
な
っ

た

旨
の
届
出
が
さ
れ
て
い
る
場
合
の
当
該
参
議
院
名
簿
に
係

る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
又
は
略
称
を
記
載
し

た
も
の

二
以
上
の
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
又
は
二
以
上
の
参

議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
若
し
く
は
略
称
を
記
載
し

た
も
の

一
人
の
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
及
び
当
該
参
議
院
名

簿
登
載
者
に
係
る
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
以
外
の
参
議

院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
又
は
略
称
を
記
載
し
た
も
の

被
選
挙
権
の
な
い
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
を
記
載
し

た
も
の

参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
の
名
称
及
び
略
称
の
ほ
か
，
他
事
を
記
載
し
た
も
の

参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
の
名
称
若
し
く
は
略
称
を
自
書
し
な
い
も
の

参
議
院
名
簿
登
載
者
の
何
人
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
の
い
ず
れ
を
記
載
し
た
か
を
確
認
し
難
い
も
の

白
紙
投
票

単
に
雑
事
を
記
載
し
た
も
の

単
に
記
号
，
符
号
を
記
載
し
た
も
の

合　　　計

所
定
の
用
紙
を
用
い
な
い
も

の 候
補
者
で
な
い
者
又
は
候
補

者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い

者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の

二
人
以
上
の
候
補
者
の
氏
名

を
記
載
し
た
も
の

被
選
挙
権
の
な
い
候
補
者
の

氏
名
を
記
載
し
た
も
の

候
補
者
の
氏
名
の
ほ
か
、

他

事
を
記
載
し
た
も
の

候
補
者
の
氏
名
を
自
書
し
な

い
も
の

候
補
者
の
何
人
を
記
載
し
た

か
を
確
認
し
難
い
も
の

白
紙
投
票

単
に
雑
事
を
記
載
し
た
も
の

単
に
記
号
，
符
号
を
記
載
し

た
も
の

合 計

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

受理したもの
総　　　数

受理しなかったもの

受理・不受理による内訳

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

受理したもの
総　　　数

受理しなかったもの

受理・不受理による内訳
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（ ）点字投票に関する調

（イ）比例代表

（ロ）選挙区

（ ）代理投票に関する調

（イ）比例代表

（ロ）選挙区

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

有 効

総　　　数

内 訳

無 効

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

有 効

総　　　数

内 訳

無 効

選挙当日投票所に
おける代理投票

期日前投票所に
おける代理投票

不在者投票における代理投票

合計

選挙人が所在・居
住する地の市区町
村の選管委員長(名
簿登録地以外の選
管委員長)に対して

なしたもの

病院の院長、老人
ホームの長、原子
爆弾被爆者養護

ホームの長、国立
保養所の所長、身
体障害者支援施設
の長、保護施設の
長又は労災リハビ
リテーション作業
所の長に対してな

したもの

郵便等により投票
を行ったもの（法
第49条第3項に基づ

く代理記載）

その他 計

市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計

代理投票者数

選挙当日投票所に
おける代理投票

期日前投票所に
おける代理投票

不在者投票における代理投票

合計

選挙人が所在・居
住する地の市区町
村の選管委員長(名
簿登録地以外の選
管委員長)に対して

なしたもの

病院の院長、老人
ホームの長、原子
爆弾被爆者養護

ホームの長、国立
保養所の所長、身
体障害者支援施設
の長、保護施設の
長又は労災リハビ
リテーション作業
所の長に対してな

したもの

郵便等により投票
を行ったもの（法
第49条第3項に基づ

く代理記載）

その他 計

市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計
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（ ）期日前投票者及び不在者投票者の事由に関する調

（イ）比例代表

（ロ）選挙区

（ ）選挙人名簿登録証明書、郵便等投票証明書及び南極選挙人証に関する調

期　日　前　投　票　者　数

合計
法第48条の2第1項
第5号該当者

法第48条の2第1項
第4号該当者

法第48条の2第1項
第3号該当者

法第48条の2第1項
第1号該当者

法第48条の2第1項
第2号該当者

うち法第49
条第3項該
当者

法第49条第
4項該当者

法第48条の
2第1項第1
号該当者

法第48条の
2第1項第2
号該当者

法第48条の
2第1項第3
号該当者

法第49条第
7項該当者

不　在　者　投　票　者　数

法第49条第
8項該当者

合計
法第48条の
2第1項第4
号該当者

法第48条の
2第1項第5
号該当者

法第49条第
2項該当者

期　日　前　投　票　者　数

法第48条の2第1項
第4号該当者

法第48条の2第1項
第5号該当者

合計
法第48条の2第1項
第1号該当者

法第48条の2第1項
第2号該当者

法第48条の2第1項
第3号該当者

うち法第49
条第3項該
当者

法第49条第
2項該当者

法第48条の
2第1項第5
号該当者

法第48条の
2第1項第4
号該当者

法第48条の
2第1項第3
号該当者

不　在　者　投　票　者　数

合計
法第49条第
8項該当者

法第49条第
7項該当者

法第49条第
4項該当者

法第48条の
2第1項第2
号該当者

法第48条の
2第1項第1
号該当者

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

南極選挙人証選挙人名簿登録証明書 郵便等投票証明書
うち公職選挙法施行令第59
条の3の2に規定するもの
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（ ）不在者投票用紙等の請求及び交付に関する調

（イ）比例代表：選挙人の属する市町村において不在者投票用紙等を交付したもの

（ロ）比例代表：指定市町村において他市町村の船員又は南極地域調査組織に属する選

挙人に不在者投票用紙等を交付したもの

（ハ）選挙区：選挙人の属する市町村において不在者投票用紙等を交付したもの

（二）選挙区：指定市町村において他市町村の船員又は南極地域調査組織に属する選挙

人に不在者投票用紙等を交付したもの

（ ）船員の不在者投票に関する調

（イ）指定港による投票

本 人 代 理 人
合 計 直 接

交 付 を
拒 絶 し
た も の

合 計

投票用紙等の請求

郵 便 等 計
直 接

交 付

郵 便 等

本 人 代 理 人

郵 便 等直 接 合 計

投票用紙等の請求

直 接

郵 便 等 合 計 計

交 付

交 付 を
拒 絶 し
た も の

本 人 代 理 人

交 付 を
拒 絶 し
た も の

交 付

合 計直 接 郵 便 等 計

投票用紙等の請求

直 接
郵 便 等 合 計

本 人 代 理 人

合 計郵 便 等

交 付

直 接 計
交 付 を
拒 絶 し
た も の

投票用紙等の請求

直 接

郵 便 等 合 計

比 例 代 表 選 挙 区 計 比 例 代 表 選 挙 区 計 比 例 代 表 選 挙 区 計

投 票 用 紙 等 の 請 求 件 数 投 票 用 紙 等 の 交 付 件 数 投 票 者 数
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（ロ）船舶内における投票

（ハ）洋上投票

投票用紙の
請求件数

投票用紙の
交付件数

都道府県名 市区町村名 都道府県名 市区町村名 都道府県名 市区町村名 都道府県名 市区町村名

福岡県 北九州市門司区 熊本県 上天草市 福岡県 北九州市門司区 熊本県 上天草市

指定港の選管における投票用紙の請求件数及び交付件数並びに送致先

選挙区 比例代表

送致先選管名

件数

計 計

投票用紙の
送致先

指定港選管名 送致先選管名

件数

指定港選管名

都道府県名 市区町村名 都道府県名 市区町村名 都道府県名 市区町村名 都道府県名 市区町村名

神奈川県 横浜市 福岡県 久留米市 神奈川県 横浜市 福岡県 久留米市

兵庫県 神戸市 福岡県 飯塚市 兵庫県 神戸市 福岡県 飯塚市

愛媛県 今治市 福岡県 八女市 愛媛県 今治市 福岡県 八女市

長崎県 長崎市 福岡県 筑後市 長崎県 長崎市 福岡県 筑後市

愛媛県 愛南町 福岡県 吉富町 愛媛県 愛南町 福岡県 吉富町

件数件数

送致元選管名（指定港）

計 計

投票者数

選挙区 比例代表

送致を受けた選管名

不在者投票
の

送致状況

送致元選管名（指定港） 送致を受けた選管名

比 例 代 表 選 挙 区 計 比 例 代 表 選 挙 区 計 比 例 代 表 選 挙 区 計

投 票 用 紙 等 の 請 求 件 数 投 票 用 紙 等 の 交 付 件 数 投 票 者 数

比 例 代 表 選 挙 区 計 比 例 代 表 選 挙 区 計 比 例 代 表 選 挙 区 計

投票送信用紙等の請求件数 投票送信用紙等の交付件数 投 票 者 数
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（ ）南極地域調査組織に属する選挙人の不在者投票に関する調

（ ）特定国外派遣組織に属する選挙人の不在者投票に関する調

（ ）在外投票における投票用紙等の請求件数等に関する調

（イ）比例代表

（ロ）選挙区

比 例 代 表 選 挙 区 計 比 例 代 表 選 挙 区 計 比 例 代 表 選 挙 区 計

投票送信用紙等の請求件数 投票送信用紙等の交付件数 投 票 者 数

比例代表 選 挙 区 計 比例代表 選 挙 区 計 比例代表 選 挙 区 計 比例代表 選 挙 区 計

投票所を閉じる時刻以降に送
致を受けたもの

投票用紙等の請求件数 投票用紙等の交付件数 投票者数

郵便等
投票

国内に
おける
投 票

うち選
挙当日
の投票

うち期
日前投
票

うち不
在者投
票

計
うち選挙
当日の投
票

う ち 期日
前 投 票

郵便等
投票

国内に
おける
投 票

うち選
挙当日
の投票

うち期
日前投
票

うち不
在者投
票

計計郵便等投票
国内におけ
る 投 票

投 票 用 紙 等 の 交 付 拒 絶 件 数投 票 用 紙 等 の 請 求 件 数

うち不在者
投 票

投 票 用 紙 等 の 交 付 件 数

在外公
館投票

郵便等
投票

国内に
おける
投 票

うち選
挙当日
の投票

うち期
日前投
票

うち不
在者投
票

計
在外公
館投票

郵便等
投票

国内に
おける
不在者
投 票

計

投 票 者 数
指定在外選挙投票区の投票所
を閉じる時刻以降に送致を受

けたもの

郵便等
投票

国内に
おける
投 票

うち選
挙当日
の投票

うち期
日前投
票

うち不
在者投
票

計
うち選挙
当日の投
票

う ち 期日
前 投 票

郵便等
投票

国内に
おける
投 票

うち選
挙当日
の投票

うち期
日前投
票

うち不
在者投
票

計郵便等投票
国内におけ
る 投 票

投 票 用 紙 等 の 交 付 拒 絶 件 数投 票 用 紙 等 の 請 求 件 数

計

投 票 用 紙 等 の 交 付 件 数

うち不在者
投 票

在外公
館投票

郵便等
投票

国内に
おける
投 票

うち選
挙当日
の投票

うち期
日前投
票

うち不
在者投
票

計
在外公
館投票

郵便等
投票

国内に
おける
不在者
投 票

計

投 票 者 数
指定在外選挙投票区の投票所
を閉じる時刻以降に送致を受

けたもの
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（ ）不在者投票の受理、不受理に関する調

（イ）比例代表

（ロ）選挙区

（ ）在外投票の受理、不受理に関する調

（イ）比例代表

（ロ）選挙区

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

合計
投票管理者において受理
と決定し，かつ拒否の決
定をしなかったもの 計

開票管理者において
受理と決定したもの

開票管理者において
不受理と決定したもの

投票管理者において不受理又は拒否と決定したもの

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

合計
投票管理者において受理
と決定し，かつ拒否の決
定をしなかったもの 計

開票管理者において
受理と決定したもの

開票管理者において
不受理と決定したもの

投票管理者において不受理又は拒否と決定したもの

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

合計
開票管理者において
受理と決定したもの

計

投票管理者において
受理と決定し，かつ
拒否の決定をしな
かったもの

期日前投票及び選挙
当日の投票所におけ
る投票

開票管理者において
不受理と決定したも
の

投票管理者において不受理又は拒否と決定したもの

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

合計
開票管理者において
受理と決定したもの

計

投票管理者において
受理と決定し，かつ
拒否の決定をしな
かったもの

期日前投票及び選挙
当日の投票所におけ
る投票

開票管理者において
不受理と決定したも
の

投票管理者において不受理又は拒否と決定したもの
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（ ）不在者投票管理者別不在者投票に関する調

（ ）不在者投票記載場所数に関する調

（ ）期日前投票所の開閉時刻等に関する調

（イ）期日前投票所を設けた期間

比 例
代 表

選挙区
比 例
代 表

選挙区
比 例
代 表

選挙区
比 例
代 表

選挙区
比 例
代 表

選挙区
比 例
代 表

選挙区
比 例
代 表

選挙区
比 例
代 表

選挙区
比 例
代 表

選挙区
比 例
代 表

選挙区
比 例
代 表

選挙区

選挙人が所
在・居住する
地の市区町村
の選管委員長
に対してなし
たもの

船長に対して
なしたもの

合計

選挙人の属す
る市区町村の
選管委員長に
対してなした
もの

特定国外派遣
組織の長に対
してなしたも
の

（参考）
合計

病院の院長、老人

ホームの長、原子

爆弾被爆者養護

ホームの長、国立

保養所の所長、身

体障害者支援施設

の長、保護施設の

長又は労災リハビ

リテーション作業

所の長に対してな

したもの

刑事施設の長
又は留置施設
の留置業務管
理者に対して
なしたもの

少年院の長又
は婦人補導院
の長に対して
なしたもの

南極地域調査
組織の長に対
してなしたも
の

（参考）
郵便等により
投票を行った
もの

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

そ の 他

左 記 に 使 用 し た 施 設 の 内 訳

支 所 ・ 出 張 所 公民館その他の公共施設 役 所 ・ 役 場

市区町村の選管委員長が
管理する不在者投票記載
場所の数

市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計

９ 日 間 ８ 日 間日 間 日 間日 間日 間 日 間日 間 日 間 日 間

市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計

７ 日 間 ５ 日 間６ 日 間 ３ 日 間 ２ 日 間４ 日 間 １ 日 間 合 計
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（ロ）期日前投票所の開始時刻

（ハ）期日前投票所の閉鎖時刻

（ ）不在者投票の終了時刻に関する調

（ ）指定投票区等に関する調

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

11時31分～ 合計10時31分～11時30分8時31分～9時30分午前6時30分～8時29分 9時31分～10時30分午前8時30分

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

合計
午後8時01分
～10時00分

7時00分～7時59分 6時00分～6時59分 5時00分～5時59分 ～4時59分午後8時00分

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

午後５時～５時59分 合計午 後 ８ 時 午後７時～７時59分 午後６時～６時59分
午 後 ８ 時 分
～ 時 分

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

指定在外選挙投票区数指定関係投票区数市区町村数 開票区数 指定投票区数
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（ ）投票所に使用した施設に関する調

（イ）期日前投票所

（ロ）投票所

市区 町村 計 市区 町村 市区

大学等（大学・短期大学・高等
専 門 学 校 ）

市 区 役 所 ・
町 村 役 場

支 所 ・ 出 張 所
学校（大学・短期大学・高等専
門 学 校 を 除 く ） ・ 幼 稚 園

公 会 堂

期日前投票所数

計 市区 町村 計町村 計 市区 町村 計

市区 町村 計計 市区 町村

公 民 館
体 育 館

学 校 以 外 の も の

期日前投票所数

駅 構 内
左 記 以 外 の
公 共 施 設

集 会 施 設

市区 町村 計 市区 計町村 計 市区 町村

市区 町村 計計町村 計 計 市区 町村市区市区 町村 計市区 町村

借上料を要した
期日前投票所数

うちショッピングセンター等 うち商店街

期日前投票所数

そ の 他 計

市区 町村 計 市区 町村 計

市 区 役 所 ・
町 村 役 場

支 所 ・ 出 張 所
学校（大学・短期大学・高等専門
学 校 を 除 く ） ・ 幼 稚 園

公 会 堂

投票所数

市区 町村 計 市区 町村 計

大学等（大学・短期大学・高等
専 門 学 校 ）

市区 町村 計

市区町村 計町村 計 市区 町村 計町村 計 市区 町村 計 市区

公 民 館
体 育 館

学 校 以 外 の も の
集 会 施 設 駅 構 内

投票所数

左 記 以 外 の
公 共 施 設

市区

市
区

町
村

計町村 計 市区 町村 計町村 計 市区 町村 計 市区市区

そ の 他 計
うちショッピングセンター等 うち商店街

投票所数
借上料を要
した

投票所数
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（ ）投票所施設における身体障害者等対策に関する調

（イ）期日前投票所

（ロ）投票所

（ ）繰上投票の期日前投票区数に関する調

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

計簡易スロープ設置 人的介助 措置なしその他

入口に段差のあるもの

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

人的介助 その他

入口と同一フロアにないもの

計

合計

措置なし昇降機あり

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

その他 計簡易スロープ設置 人的介助 措置なし

入口に段差のあるもの

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

入口と同一フロアにないもの

合計

措置なし昇降機あり 人的介助 その他 計

7月7日 7月8日 7月9日 合計

繰上投票をし
た市区町村数

投　　　票　　　区　　　数
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（ ）投票所開閉時刻の繰上げ、繰下げに関する調

（ ）投票箱の送致に関する調

（ ）開票区に関する調

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

投票所総数
開始時刻の繰上げの
みを行った投票所数

閉鎖時刻の繰上げの
みを行った投票所数

合計
開始時刻の繰下げの
みを行った投票所数

開始時刻を繰上げ，
閉鎖時刻も繰上げた
投票所数

開始時刻を繰下げ，
閉鎖時刻を繰上げた
投票所数

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

合 計
投票の当日投票箱を開票所に
送致した投票所数

投票の翌日投票箱を開票所に
送致した投票所数

投票の翌々日以降に投票箱を
開票所に送致した投票所数

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

市区町村の区域を二以上の開票区としたもの(B)

五
開票区
に分け
たもの

開票区数
(A＋B＋C) 六

開票区
に分け
たもの

四
開票区
に分け
たもの

市区町村を
一開票区と
したもの(A)

二
開票区
に分け
たもの

三
開票区
に分け
たもの

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

小 計

市区町村の区域を二以上の開票区としたもの(B)

七
開票区
に分け
たもの

三
町村を
合わせ
たもの

町村の区域を合わせて
一開票区としたもの(C)

小計 四
以上の
町村を
合わせ
たもの

二
町村を
合わせ
たもの

八
開票区
に分け
たもの

十
以上の
開票区
に分け
たもの

九
開票区
に分け
たもの
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（ ）開票所に使用した施設に関する調

（ ）立会人の数に関する調

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

市区役所・町村役場 学校・幼稚園 公 会 堂 公 民 館
体 育 館
学校以外のもの

支所・出張所

開票所数

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

借上料を要し
た

開 票 所 数
集 会 施 設 計

開票所数

そ の 他左記以外の公共施設

市 区 町 村 計

合 計

町 村 計

期日前投票立会人数

計 市 区

投票立会人数

比 例 代 表 選 挙 区 比 例 代 表

市 区 町 村

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

選挙分
会立会
人数

選挙立
会人数

合 計

選 挙 区比 例 代 表

開票立会人数

合 計

投票立会人数

選 挙 区
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（ ）投票立会人の交代制に関する調

（イ）期日前投票所

（ロ）投票所

（ ）投票管理者に関する調

（イ）期日前投票所

（ロ）投票所

（ ）開票管理者に関する調

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

左記のうち交替の対象と
なった立会人の数

うち時間単位の交替

期日前投票所数
左記のうち時間単位の交
替制を採用した期日前投
票所数

投票立会人数

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

左記のうち交替をした立
会人数

投票所数
左記のうち交替制を採用
した投票所数

投票立会人数
（参考）

全く交替をしなかった立
会人数

臨時に職務を
管掌した者

市区 町村 計 町村 計

合計

市区町村 計

投票管理者

市区 町村 計

職務代理者

市区

市区 町村 計

職務代理者

市区 町村 計

投票管理者 合計

市区

臨時に職務を
管掌した者

市区 町村 計 町村 計

臨時に職務を
管掌した者

市区 町村 計 町村 計

合計

市区町村 計

開票管理者

市区 町村 計

職務代理者

市区
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（ ）投票所事務従事者に関する調

（イ）期日前投票所

（ロ）投票所

（ ）開票所事務従事者に関する調

（ ）選挙長及び選挙会事務従事者に関する調

（イ）選挙長及び選挙分会長

（ロ）選挙会及び選挙分会の事務従事者

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

合 計市 区 町 村 選 管 の 書 記 市 区 町 村 の 職 員 そ の 他

市 区 市区計 町 村 計 市 区 市区計 町 村 計 市 区 市区計 町 村 計 市 区 市区計 町 村 計

合 計市 区 町 村 選 管 の 書 記 市 区 町 村 の 職 員 そ の 他

市 区 市区計 町 村 計 市 区 市区計 町 村 計 市 区 市区計 町 村 計 市 区 市区計 町 村 計

合 計市 区 町 村 選 管 の 書 記 市 区 町 村 の 職 員 そ の 他

比 例 代 表 選 挙 区 比 例 代 表 選 挙 区 比 例 代 表 選 挙 区 比 例 代 表 選 挙 区 比 例 代 表 選 挙 区

合 計そ の 他
都道府県の選挙管理
委員会の委員長

同 左 記 の 委 員 書 記 長

比 例 代 表 選 挙 区 比 例 代 表 選 挙 区 比 例 代 表 選 挙 区 比 例 代 表 選 挙 区

合 計
都道府県の選挙管理
委員会の書記長及び
書記

都 道 府 県 の 職 員 そ の 他
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（ ）投票記載所等の氏名等の掲示に関する調

（ ）ポスター掲示場に関する調

（イ）投票区の有権者数及び面積による区分

市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計

市区町村の選管委員長が管理
する不在者投票記載場所の数

掲示総数

比例代表 選挙区
期 日 前 投 票 所 数

比例代表

掲示総数

市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計

掲示総数 掲示総数

選挙区比例代表選挙区
投票所数

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

投票所数

１千人未満

２k㎡未満 ２k㎡～４k㎡未満 ４k㎡～８k㎡未満 ８k㎡以上

投票所数 掲示場設置数 投票所数 掲示場設置数 投票所数 掲示場設置数 掲示場設置数

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

投票所数

５千人以上１万人未満１千人以上5千人未満

４k㎡未満 ４k㎡～８k㎡未満 ８k㎡以上

投票所数 掲示場設置数

４k㎡未満

掲示場設置数 投票所数 掲示場設置数掲示場設置数 投票所数

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

掲示場設置数

５千人以上１万人未満 １万人以上

合計

４k㎡未満４k㎡以上 ４k㎡以上

掲示場設置数投票所数 投票所数 掲示場設置数掲示場設置数 投票所数投票所数
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（ロ）形態による区分

（ ）個人演説会の施設数に関する調

（ ）個人演説会の施設使用度数に関する調

（イ）比例代表

（ロ）選挙区

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

恒久的掲示場 木造掲示場

合計
既設のものを再使用

した掲示場
レンタル資材を使用

した掲示場
新設した掲示場

既設のものを再使用
した掲示場

新設した掲示場

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

商工会議所農業協同組合

法第161条第1項第3号の市区町村の
選挙管理委員会の指定した施設の数

社寺公会堂

法第161条第1項第
2号の公会堂の数

法第161条第1項第1号
の学校及び公民館の数

学校 公民館

市 区 町 村 計 市 区 町 村 計 市 区 町 村 計

合計

その他 計

法第161条第1項第3号の市区町村の
選挙管理委員会の指定した施設の数

市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計

候補者負担 公費負担

合計
法第161条第1項第1号
の学校及び公民館

法第161条第1項第2号の公会堂
法第161条第1項第3号の市区町村の
選挙管理委員会の指定した施設

候補者負担公費負担 候補者負担 公費負担 候補者負担 公費負担

市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計 市区 町村 計

法第161条第1項第1号
の学校及び公民館

法第161条第1項第2号の公会堂
法第161条第1項第3号の市区町村の
選挙管理委員会の指定した施設

合計

公費負担 候補者負担 公費負担 候補者負担 公費負担 候補者負担 公費負担 候補者負担



− 161 −

（ ）選挙公報に関する調 

（イ）比例代表

（ロ）選挙区

（ ）選挙公報の新聞折込等に関する調

（ ）新聞広告に関する調

印刷に要し
た日数

各世帯に配
布を完了す
るまでに要
した日数

計

（株）西日本新聞印刷 ブランケット版

公報の頁
数

公報の規格印刷部数
配布すべき
世 帯 数

印刷所名

印刷から配布までの所要日数
公 報 １ 部
当 り の
印 刷 代
（ 用 紙 代
を 含 む ）

印 刷 に
要 し た
日 数

各 世 帯
に 配 布
を 完 了
す る ま
で に 要
し た 日

数

計

(株)西日本新聞印刷 タブロイド版

公報の頁
数

公 報 の 規 格

公 報 １ 部
当 り の
印 刷 代
（ 用 紙 代
を 含 む ）

配布すべき
世 帯 数

印刷から配布ま
での所要日数

印 刷 所 名
候補
者数

掲載
申請
候補
者数

印 刷 部 数

比例代表 選挙区 比例代表 選挙区

公報1部当たりの手数料

（円）

該当なし

左記の方法による公報1部当たりの手数料

（円）

新聞折込み
に

準ずる方法
による部数

市区町村名
配布すべき

世帯数
新聞折込
みの部数

新聞名 広告をした候補者数 広告延回数
広告料金

（1人1回分）（円）

毎日新聞

読売新聞

朝日新聞

西日本新聞
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（ ）テレビ政見放送の放送開始時刻別放送回数（番組）に関する調 

（イ）日本放送協会（ＮＨＫ）の放送設備によるもの 

 
 
（ロ）一般放送事業者の放送設備によるもの 

 
 

（ ）放送会社別放送候補者数及び放送回数に関する調（選挙区）

（イ）テレビ 

 
 
（ロ）ラジオ 

 

午前

４時

午後

０
計

放送回数（番組）

午前

４時

午後

０
計

放送回数（番組）

他 社 録 画

NHK福岡放送局 (８) (８)

TVQ九州放送 (８) (８)

福岡放送 (０) (０)

テ レ ビ

実 施 放 送 局 申 込 者 数 人

録画者数（人）

放 送 回 数
自 社 録 画

そ の 他

NHK福岡放送局 (０) (０)

九州朝日放送 (０) (０)

ラ ジ オ

実 施 放 送 局 申 込 者 数 人

録音者数（人）

放 送 回 数ラジオ放送用とし
て特に録音したも
の
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（ ）選挙運動用自動車の使用の公営に関する調

（ ）選挙運動用通常葉書の作成の公営に関する調

一般運送契約によるもの(ｱ)

(ｱ)以外の契約によるもの

自動車の借入れ(ｲ) 燃料の供給(ｳ)

契約をし
た候補者
数(人)

延べ使用
(従事)日
数(日)

契約金額
の総額
(円)

限度額の
総額(円)

請求額の
総額(円)

契約をし
た候補者
数(人)

延べ使用
(従事)日
数(日)

契約金額
の総額
(円)

限度額の
総額(円)

請求額の
総額(円)

契約をし
た候補者
数(人)

契約金額
の総額
(円)

限度額の
総額(円)

請求額の
総額(円)

(ｱ)以外の契約によるもの

合計

運転手の雇用(ｴ) 計

契約をし
た候補者
数(人)

延べ使用
(従事)日
数(日)

契約金額
の総額
(円)

限度額の
総額(円)

請求額の
総額(円)

請求額の
総額(円)

契約金額
の総額
(円)

限度額の
総額(円)

請求額の
総額(円)

契約金額
の総額
(円)

限度額の
総額(円)

３万５千枚以下 ３万５千枚を超えるもの

作成した
候補者数
(人)

作成枚数
(枚)

契約金額
の総額
（円）

限度額の
総額
（円）

請求額の
総額
（円）

平均単価
（円）

作成した
候補者数
(人)

作成枚数
(枚)

契約金額
の総額
（円）

限度額の
総額
（円）

請求額の
総額
（円）

平均単価
（円）

計

契約金額
の総額
（円）

限度額の
総額
（円）

請求額の
総額
（円）

平均単価
（円）

作成した
候補者数
(人)

作成枚数
(枚)
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（ ）選挙運動用ビラの作成の公営に関する調

（ ）選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営に関する調

（ ）選挙運動用自動車等に取り付ける立札及び看板の類の作成の公営に関する調

（ ）選挙運動用ポスターの作成の公営に関する調

契約金額の総額 限度額の総額 請求額の総額 平均単価

候補者(人) 枚数(枚) 候補者(人) 枚数(枚) （円） （円） （円） （円）

１種類のみ作成した ２種類を作成した

作 成 し た
候 補 者 数 作　　成　　数 契約金額の総数 限度額の総額 請求額の総額 平　均　単　価 選挙事務所の数

（人） （円） （円） （円） （円） （箇所）

作 成 し た
候 補 者 数 作　　成　　数 契約金額の総額 限度額の総額 請求額の総額 平　均　単　価

（人） （円） （円） （円） （円）

作 成 し た
候 補 者 数 契約金額の総額 限度額の総額 請求額の総額 平　均　単　価

（人） （円） （円） （円） （円）
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（ ）個人演説会の立札及び看板の類の作成の公営に関する調

（ ）投票所入場券の発行状況に関する調

候　補　者　数 作　　成　　数 契約金額の総額 限度額の総額 請求額の総額 平　均　単　価

（人） （円） （円） （円） （円）

特
別
区

指
定
都
市

人
口

万
人
以
上

の
市

人
口

万
人
以
上

万
人
未
満
の
市

人
口

万
人
未
満

の
市

町
村

計
特
別
区

指
定
都
市

人
口

万
人
以
上

の
市

人
口

万
人
以
上

万
人
未
満
の
市

人
口

万
人
未
満

の
市

町
村

計
特
別
区

指
定
都
市

人
口

万
人
以
上

の
市

人
口

万
人
以
上

万
人
未
満
の
市

人
口

万
人
未
満

の
市

町
村

計

入場券を発行している団体数 入場券を発行していない団体数 合計
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（
）
候
補
者
別
選
挙
運
動
用
費
用
に
関
す
る
調
（
選
挙
区
）

選
挙

事
務

所
費

集
合

会
場

費
等

計

大
家
　
敏
志

竹
内
　
信
昭

柴
田
　
雅
子

吉
冨
　
和
枝

髙
瀬
　
弘
美

石
井
　
英
俊

古
賀
　
之
士

船
戸
　
タ
キ
子

森
上
　
晋
平

合
計

候
補
者
氏
名

収
入
の
部

選
挙
運
動

法
定
費
用
額

人
件
費

計
寄
附

そ
の

他
の

収
入

選
挙
運
動
費
用
支
出
額
内
訳

印
刷
費
広
告
費
文
具
費

家
屋
費

通
信
費
交
通
費

雑
費

食
糧
費
休
泊
費



− 167 −

（
）
候
補
者
別
選
挙
運
動
用
費
用
に
関
す
る
調
（
選
挙
区
）

選
挙

事
務

所
費

集
合

会
場

費
等

計

大
家
　
敏
志

竹
内
　
信
昭

柴
田
　
雅
子

吉
冨
　
和
枝

髙
瀬
　
弘
美

石
井
　
英
俊

古
賀
　
之
士

船
戸
　
タ
キ
子

森
上
　
晋
平

合
計

候
補
者
氏
名

収
入
の
部

選
挙
運
動

法
定
費
用
額

人
件
費

計
寄
附

そ
の

他
の

収
入

選
挙
運
動
費
用
支
出
額
内
訳

印
刷
費
広
告
費
文
具
費

家
屋
費

通
信
費
交
通
費

雑
費

食
糧
費
休
泊
費

（ ）候補者別得票数に関する調（選挙区）

（ ）政党その他の政治団体の政治活動に関する調

（イ）確認書を交付した推薦団体

（ロ）政談演説会の開催回数

法定
得票数

供託物
没収点

当落
の別

氏名 得票数 党派

新
現
元

性別 年齢 職業

当 大家　さとし（大家　敏志） 自由民主党 現 男 参議院議員

落 たけうち　信昭（竹内　信昭） 社会民主党 新 男 団体役員

落 しばた　雅子（柴田　雅子） 日本共産党 新 女 政党役員

落 よしとみ　和枝（吉富　和枝） 幸福実現党 新 女 無職

当 高瀬　ひろみ（髙瀬　弘美） 公明党 新 女 政党役員

落 石井　ひでとし（石井　英俊） 日本のこころを大切にする党 新 男 NPO法人理事長

当 古賀　ゆきひと（古賀　之士） 民進党 新 男 政党役員

落 船戸　タキ子 無所属 新 女 無職

落 森上　しんぺい（森上　晋平） おおさか維新の会 新 男 会社員

推 薦 団 体 名 代表者氏名 団 体 の 事 務 所 所 在 地 推薦候補者数
ポスター検印数
（ 証 紙 数 ）

確 認 書
交 付 年 月 日

該当なし

自由民主党 民進党 公明党 日本共産党
おおさか
維新の会

社会民主党

生活の党
と山本太
郎となか
またち

日本のこ
ころを大
切にする

党

新党改革
国民怒り

の声
幸福実現党

支持政党
なし

計
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（ ）電子機器の使用状況に関する調

採用団体数
(比率)

うち試行中
(比率)

うち当日投票についてのみ導入
うち期日前投票・当日投票の両方に
ついて導入

採用団体数
(比率)

採用団体数
(比率)

うち試行中
（比率）

　 　投票所入場券への
 　　バーコード利用

うち期日前投票についてのみ導入

電子機器等の種類

採用団体数
（比率）

うち試行中
（比率）

うち試行中
（比率）

うち試行中
（比率）

投票集計システム

電子機器等の種類

自書式投票用紙読取集計機

採用団体数
(比率)

うち試行中
（比率）

採用団体数
(比率)

うち試行中
(比率)

開票集計システム 候補者管理システム

採用団体数
(比率)

うち試行中
（比率）

採用団体数
（比率）

採用団体数
(比率)

うち試行中
（比率）

投票用紙自動交付機

採用団体数
(比率)

うち試行中
（比率）

電子機器等の種類

合計投票用紙計数機

採用団体数
(比率)

うち試行中
（比率）

投票用紙票束機

採用団体数
(比率)

うち試行中
（比率）
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（70）指定病院等の不在者投票の外部立会人等に関する調　１/３

私立 公立 計 私立 公立 計 私立 公立 計 私立 公立 計 私立 公立 計

門司区 ア

小倉北区 ア

小倉南区 ア

若松区 ア

八幡東区 ア

八幡西区 ア

戸畑区 ア

東区 ア

博多区 ア

中央区 ア

南区 ア

城南区 ア

早良区 ア

西区 ア

大牟田市 ア

久留米市 ア

直方市 ア

飯塚市 ア

田川市 ア

柳川市 ア ‐

八女市 ウ

筑後市 ア ―

大川市 ア

行橋市 ア

豊前市 ア －

中間市 ア

小郡市 ア

筑紫野市 ア

春日市 ア

大野城市 ア

宗像市 ア

太宰府市 ア

古賀市 ア

福津市 ア －

うきは市 ア

宮若市 ア

嘉麻市 ア

朝倉市 ア

みやま市 ア

糸島市 ア

那珂川町 ウ

宇美町 ア

篠栗町 ア

志免町 ア

須恵町 ア

新宮町 ア

久山町 ア

粕屋町 ア

芦屋町 ウ

水巻町 ウ ―

岡垣町 ア

遠賀町 ウ

小竹町 ア

鞍手町 ア －

桂川町 ア

筑前町 ア

東峰村 ア

大刀洗町 ウ

大木町 ウ

広川町 ア

香春町 ウ

添田町 ア ―

糸田町 ア

川崎町 ア

大任町 ウ

赤村 ウ

福智町 イ

苅田町 ア

みやこ町 ア

吉富町 ア

上毛町 ア

築上町 ア

合計

ア 市区町村の選挙管理委員会と指定病院等の不在者投票管理者が連絡・調整を行った上で、不在者投票管理者が外部立会人を選任する方法

イ　 外部立会人の職務を積極的に公務と位置づけるという観点から、現行の当日投票又は期日前投票の投票立会人等への報酬支給条例等と同様に、

所要の条例等を整備した上で、市区町村の選挙管理委員会が名簿の中から指定病院等ごとに個別に外部立会人を任命し、特別職の地方公務員

と位置づけた上で、指定病院等の不在者投票管理者が当該外部立会人を立ち会わせる方法

ウ 外部立会人という方法を採用していない

病院
（介護老人保健施設含む）

老人ホーム
身体障害者
支援施設

その他 計市区町村名

外部立会
人の選定
及び選任
手続き

外部立会
人名簿の
名簿登載
者数

指定病院等の数
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（70）指定病院等の不在者投票の外部立会人等に関する調　２/３

門司区

小倉北区

小倉南区

若松区

八幡東区

八幡西区

戸畑区

東区

博多区

中央区

南区

城南区

早良区

西区

大牟田市

久留米市

直方市

飯塚市

田川市

柳川市

八女市

筑後市

大川市

行橋市

豊前市

中間市

小郡市

筑紫野市

春日市

大野城市

宗像市

太宰府市

古賀市

福津市

うきは市

宮若市

嘉麻市

朝倉市

みやま市

糸島市

那珂川町

宇美町

篠栗町

志免町

須恵町

新宮町

久山町

粕屋町

芦屋町

水巻町

岡垣町

遠賀町

小竹町

鞍手町

桂川町

筑前町

東峰村

大刀洗町

大木町

広川町

香春町

添田町

糸田町

川崎町

大任町

赤村

福智町

苅田町

みやこ町

吉富町

上毛町

築上町

合計

外部立会人の職務を積極的に公務と位置づけるという観点から、現行の当日投票又は期日前投票の投票立会人等への報酬支給条例等と同様に、

公立 計

病院
（介護老人保健施設含む）

老人ホーム 身体障害者支援施設市区町村名

外部立会人を採用した指定病院等の数

私立 公立 計 私立 公立 計 私立
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（70）指定病院等の不在者投票の外部立会人等に関する調　２/３

門司区

小倉北区

小倉南区

若松区

八幡東区

八幡西区

戸畑区

東区

博多区

中央区

南区

城南区

早良区

西区

大牟田市

久留米市

直方市

飯塚市

田川市

柳川市

八女市

筑後市

大川市

行橋市

豊前市

中間市

小郡市

筑紫野市

春日市

大野城市

宗像市

太宰府市

古賀市

福津市

うきは市

宮若市

嘉麻市

朝倉市

みやま市

糸島市

那珂川町

宇美町

篠栗町

志免町

須恵町

新宮町

久山町

粕屋町

芦屋町

水巻町

岡垣町

遠賀町

小竹町

鞍手町

桂川町

筑前町

東峰村

大刀洗町

大木町

広川町

香春町

添田町

糸田町

川崎町

大任町

赤村

福智町

苅田町

みやこ町

吉富町

上毛町

築上町

合計

外部立会人の職務を積極的に公務と位置づけるという観点から、現行の当日投票又は期日前投票の投票立会人等への報酬支給条例等と同様に、

公立 計

病院
（介護老人保健施設含む）

老人ホーム 身体障害者支援施設市区町村名

外部立会人を採用した指定病院等の数

私立 公立 計 私立 公立 計 私立

（70）指定病院等の不在者投票の外部立会人等に関する調　３/３

門司区

小倉北区

小倉南区

若松区

八幡東区

八幡西区

戸畑区

東区

博多区

中央区

南区

城南区

早良区

西区

大牟田市

久留米市

直方市

飯塚市

田川市

柳川市

八女市

筑後市

大川市

行橋市

豊前市

中間市

小郡市

筑紫野市

春日市

大野城市

宗像市

太宰府市

古賀市

福津市

うきは市

宮若市

嘉麻市

朝倉市

みやま市

糸島市

那珂川町

宇美町

篠栗町

志免町

須恵町

新宮町

久山町

粕屋町

芦屋町

水巻町

岡垣町

遠賀町

小竹町

鞍手町

桂川町

筑前町

東峰村

大刀洗町

大木町

広川町

香春町

添田町

糸田町

川崎町

大任町

赤村

福智町

苅田町

みやこ町

吉富町

上毛町

築上町

合計

委員による巡視を実施

私立 公立 計 私立 公立 計

その他の取り組みその他市区町村名

外部立会人を採用した指定病院等の数 外部立会人を採
用せず市区町村
選管職員等の派
遣による確認を
行った指定病院

等の数

計
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門    司    区 芦    屋    町

小  倉  北  区 水    巻    町

小  倉  南  区 岡    垣    町

若    松    区 遠    賀    町

八  幡  東  区    遠    賀    郡

八  幡  西  区 小    竹    町

戸    畑    区 鞍    手    町

   北 九 州 市 計    鞍    手    郡

東          区 桂    川    町

博    多    区    嘉　　穂　　郡

中    央    区 筑　　前　　町

南          区 東　　峰　　村

城    南    区    朝    倉    郡

早    良    区 大  刀  洗  町

西          区    三    井    郡

   福  岡  市  計 大    木    町

   大  牟  田  市    三    潴    郡

   久  留  米  市 広    川    町

   直    方    市    八    女    郡

   飯    塚    市 香    春    町

   田    川    市 添    田    町

   柳    川    市 糸    田    町

   八    女    市 川    崎    町

   筑    後    市 大    任    町

   大    川    市 赤　　　　　村

   行    橋    市 福　　智　　町

   豊    前    市    田    川    郡

   中    間    市 苅    田    町

   小    郡    市 み  や  こ  町

   筑  紫  野  市    京    都    郡

   春    日    市 吉    富    町

   大  野  城  市 上    毛    町

   宗    像    市 築    上    町

   太  宰  府  市    築    上    郡

   古    賀    市 　 町    村    計

　 福　　津　　市

　 う　き　は　市

　 宮　　若　　市

   嘉　　麻　　市

   朝　　倉　　市

　 み　や　ま　市

　 糸　　島　　市

   市　　　　　計

那  珂  川  町

   筑　　紫    郡

宇    美    町

篠    栗    町

志    免    町

須    恵    町

新    宮    町

久    山    町

粕    屋    町

   糟　　屋　　郡      県      計

備  考
　　　　　　　区  分
 市区町村名

投票区数 掲示場数 備  考

８．投票区数及びポスター掲示場設置数

　　　　　　　区  分
 市区町村名

投票区数 掲示場数
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門    司    区 芦    屋    町

小  倉  北  区 水    巻    町

小  倉  南  区 岡    垣    町

若    松    区 遠    賀    町

八  幡  東  区    遠    賀    郡

八  幡  西  区 小    竹    町

戸    畑    区 鞍    手    町

   北 九 州 市 計    鞍    手    郡

東          区 桂    川    町

博    多    区    嘉　　穂　　郡

中    央    区 筑　　前　　町

南          区 東　　峰　　村

城    南    区    朝    倉    郡

早    良    区 大  刀  洗  町

西          区    三    井    郡

   福  岡  市  計 大    木    町

   大  牟  田  市    三    潴    郡

   久  留  米  市 広    川    町

   直    方    市    八    女    郡

   飯    塚    市 香    春    町

   田    川    市 添    田    町

   柳    川    市 糸    田    町

   八    女    市 川    崎    町

   筑    後    市 大    任    町

   大    川    市 赤　　　　　村

   行    橋    市 福　　智　　町

   豊    前    市    田    川    郡

   中    間    市 苅    田    町

   小    郡    市 み  や  こ  町

   筑  紫  野  市    京    都    郡

   春    日    市 吉    富    町

   大  野  城  市 上    毛    町

   宗    像    市 築    上    町

   太  宰  府  市    築    上    郡

   古    賀    市 　 町    村    計

　 福　　津　　市

　 う　き　は　市

　 宮　　若　　市

   嘉　　麻　　市

   朝　　倉　　市

　 み　や　ま　市

　 糸　　島　　市

   市　　　　　計

那  珂  川  町

   筑　　紫    郡

宇    美    町

篠    栗    町

志    免    町

須    恵    町

新    宮    町

久    山    町

粕    屋    町

   糟　　屋　　郡      県      計

備  考
　　　　　　　区  分
 市区町村名

投票区数 掲示場数 備  考

８．投票区数及びポスター掲示場設置数

　　　　　　　区  分
 市区町村名

投票区数 掲示場数

　

男
女

計
男

女
計

男
女

計
男

女
計

男
女

計
男

女
計

男
女

計

　
小
倉
南
区

　
門
司
区

　
小
倉
北
区

　
南
区

　
城
南
区

　
早
良
区

　
若
松
区

　
八
幡
東
区

　
八
幡
西
区

　
戸
畑
区

　
西
区

＊
北
九
州
市
 
 
計

　
東
区

　
博
多
区

　
中
央
区

　
飯
塚
市

　
田
川
市

　
柳
川
市

　
八
女
市

＊
福
岡
市
 
 
 
 
計

　
大
牟
田
市

　
久
留
米
市

　
直
方
市

　
中
間
市

　
小
郡
市

　
筑
紫
野
市

　
春
日
市

　
筑
後
市

　
大
川
市

　
行
橋
市

　
豊
前
市

　
福
津
市

　
う
き
は
市

　
宮
若
市

　
嘉
麻
市

　
大
野
城
市

　
宗
像
市

　
太
宰
府
市

　
古
賀
市

　
み
や
ま
市

　
糸
島
市

県
　
　
　
計

1
1
時
 
 
0
0
分
 
 
現
在

当
 
日
 
投
 
票
 
者
 
数

投
票
率
（
％
）

市
区

町
村

名

郡
　
部
　
計

市
　
部
　
計

　
朝
倉
市

当
 
日
 
投
 
票
 
者
 
数

投
票
率
（
％
）

1
4
時
 
 
0
0
分
 
 
現
在

当
 
日
 
投
 
票
 
者
 
数

投
票
率
（
％
）

　
　

　
 
 
投

票
速

報
の

状
況

（
選

挙
区

）
　

１
／

６

当
日
有
権
者
見
込
数
(
国
内
の
み
)

９
．

投
票

速
報

の
状

況
に

関
す

る
調

（
選

挙
区

）

1
0
時
 
 
0
0
分
 
 
現
在
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男
女

計
男

女
計

男
女

計
男

女
計

男
女

計
男

女
計

男
女

計

　
　

　
 
 
投

票
速

報
の

状
況

（
選

挙
区

）
　

２
／

６

市
区

町
村

名

市
　
部
　
計

郡
　
部
　
計

　
宮
若
市

　
嘉
麻
市

　
朝
倉
市

　
み
や
ま
市

県
　
　
　
計

　
糸
島
市

　
大
野
城
市

　
宗
像
市

　
太
宰
府
市

　
古
賀
市

　
福
津
市

　
う
き
は
市

　
行
橋
市

　
豊
前
市

　
中
間
市

　
小
郡
市

　
筑
紫
野
市

　
春
日
市

　
飯
塚
市

　
田
川
市

　
柳
川
市

　
八
女
市

　
筑
後
市

　
大
川
市

　
早
良
区

　
西
区

＊
福
岡
市
 
 
 
 
計

　
大
牟
田
市

　
久
留
米
市

　
直
方
市

＊
北
九
州
市
 
 
計

　
東
区

　
博
多
区

　
中
央
区

　
南
区

　
城
南
区

　
小
倉
北
区

　
小
倉
南
区

　
若
松
区

　
八
幡
東
区

　
八
幡
西
区

　
戸
畑
区

1
9
時
 
 
3
0
分
 
 
現
在

当
 
日
 
投
 
票
 
者
 
数

投
票
率
（
％
）

　
門
司
区

当
日
有
権
者
見
込
数
(
国
内
の
み
)

1
6
時
 
 
0
0
分
 
 
現
在

1
8
時
 
 
0
0
分
 
 
現
在

当
 
日
 
投
 
票
 
者
 
数

投
票
率
（
％
）

当
 
日
 
投
 
票
 
者
 
数

投
票
率
（
％
）

　

男
女

計
男

女
計

男
女

計
男

女
計

男
女

計
男

女
計

男
女

計

　
　

　
 
 
投

票
速

報
の

状
況

（
選

挙
区

）
　

３
／

６

　
み
や
ま
市

　
糸
島
市

市
　
部
　
計

郡
　
部
　
計

市
区

町
村

名

　
朝
倉
市

　
太
宰
府
市

県
　
　
　
計

　
古
賀
市

　
福
津
市

　
う
き
は
市

　
宮
若
市

　
嘉
麻
市

　
中
間
市

　
小
郡
市

　
筑
紫
野
市

　
春
日
市

　
大
野
城
市

　
宗
像
市

　
柳
川
市

　
八
女
市

　
筑
後
市

　
大
川
市

　
行
橋
市

　
豊
前
市

＊
福
岡
市
 
 
 
 
計

　
大
牟
田
市

　
久
留
米
市

　
直
方
市

　
飯
塚
市

　
田
川
市

　
博
多
区

　
中
央
区

　
南
区

　
城
南
区

　
早
良
区

　
西
区

投
票
率
（
％
）

投
 
票
 
者
 
数

投
票
率
（
％
）

　
小
倉
北
区

　
小
倉
南
区

　
若
松
区

　
門
司
区

当
日
有
権
者
数
(
在
外
含
む
)

　
八
幡
東
区

　
八
幡
西
区

　
戸
畑
区

＊
北
九
州
市
 
 
計

　
東
区

 
 
 
 
 
結
 
 
了
（
在
外
含
む
）

投
 
票
 
者
 
数

投
 
票
 
者
 
数

投
票
率
（
％
）
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男
女

計
男

女
計

男
女

計
男

女
計

男
女

計
男

女
計

男
女

計

　
　

　
 
 
投

票
速

報
の
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男 女 計 男 女 計 男 女 計

80～
合計

※これは、県内1,195投票区の内、各市区町村から平均的な投票所を選んでその総計を表にしたものである。

年齢
有　権　者　数 投　票　者　数 投票率

10．年齢別投票者数調（選挙区）

（１）年齢別投票者数調（抽出調査）



− 180 −

男 女 計 男 女 計 男 女 計

18～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44
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計

これは、県内1,195投票所のうち、各市区町村から平均的な投票所を選んで、その総計を表にしたものである。

年齢
有権者数 投票者数 投 票 率

46.34 

31.98 
35.01 

39.89 

44.60 
47.84 

53.54 

59.60 
63.43 

68.20 
71.22 

74.69 

69.83 

46.87 
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80 

18～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～ 

投票率（％） 

年齢階層 

第24回参議院議員通常選挙（平成28年７月10日執行） 

  男女別・年齢階層別投票率 

投票率計 投票率男 投票率女 
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投票率（％） 

年齢階層 

第24回参議院議員通常選挙（平成28年７月10日執行） 

  男女別・年齢階層別投票率 

投票率計 投票率男 投票率女 

（２）１８・１９歳の投票者数調（全数調査）

投票率（％）

18歳 19歳 計 18歳 19歳 計 18歳 19歳 計 （全年齢）

　門司区
　小倉北区
　小倉南区
　若松区
　八幡東区
　八幡西区
　戸畑区
北九州市
　東区
　博多区
　中央区
　南区
　城南区
　早良区
　西区
福岡市
大牟田市
久留米市
直方市
飯塚市
田川市
柳川市
八女市
筑後市
大川市
行橋市
豊前市
中間市
小郡市
筑紫野市
春日市
大野城市
宗像市
太宰府市
古賀市
福津市
うきは市
宮若市
嘉麻市
朝倉市
みやま市
糸島市
那珂川町
宇美町
篠栗町
志免町
須恵町
新宮町
久山町
粕屋町
芦屋町
水巻町
岡垣町
遠賀町
小竹町
鞍手町
桂川町
筑前町
東峰村
大刀洗町
大木町
広川町
香春町
添田町
糸田町
川崎町
大任町
赤村
福智町
苅田町
みやこ町
吉富町
上毛町
築上町

計

有権者数（人） 投票者数（人） 投票率（％）
市区町村名
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．参議院議員通常選挙投・開票速報実施要領

第 回参議院議員通常選挙 投・開票速報実施要領

１ 目的

公職選挙法第６条第２項の規定に基づき、市区町村の選挙管理委員会（以下「市区町村選管」と

いう。）及び報道機関の協力のもとに、選挙人に対して投票及び開票の結果を速報し、選挙に対す

る関心の高揚を図るとともに、選挙速報の円滑化に資することを目的とする。

２ 投・開票速報本部の設置

参議院福岡県選出議員選挙（以下「選挙区選挙」という。）及び参議院比例代表選出議員選挙（以

下「比例代表選挙」という。）の投票及び開票の速報を実施するため、福岡県庁講堂及び市町村支

援課内に「第 回参議院議員通常選挙 投・開票速報本部」（以下「速報本部」という。）を設置

する。

速報本部は本部長及び本部員若干名をもって構成し、本部長は福岡県選挙管理委員会（以下「県

選管」という。）の委員長を、本部員は県選管の書記をもってこれに充てる。

３ 速報本部の投・開票速報事務

市区町村選管の端末から送信された当日有権者見込数、投票結果及び開票結果の報告を、速報本

部に設置したサーバで受信し、集計を行い、選挙速報ホームページに掲載することにより、報道機

関及び一般県民に対して速報を発表する。

また、報道機関に対して電子メールによる速報の配信を行うとともに、所定の事項については総

務省への報告を行う。

速報本部の事務処理体制は、次のとおりとする。

総務班（配置場所：市町村支援課）

① 総務係

速報本部の連絡・調整、発表資料の確認、総務省に対する報告及び事故等に対する対応の指

示等を行う。

② 渉外係

県選管に対する一般県民等からの問合せへの対応のほか、他係に属さない渉外事務全般を行

う。

速報班（配置場所：県庁講堂）

① 調整係

速報事務の状況全体を管理し、市区町村選管からの速報システム及び法令に関する質疑等に

対応する。

② 受信監視係

速報の受信状況を監視し、受信未了の市区町村選管への連絡等を行う。

③ 代行入力係

端末機の障害等でデータの送信が不可能となった市区町村選管に代わって代行入力をする

ほか、エラーデータ又は正常に着信したデータに修正が必要になった場合の修正入力等を行う。

④ ファックス受信係

データの送信ができない場合等に送られてくるファクシミリを受信し、関係担当者に写しを

交付するとともに、その原本を保管する。
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３ 速報本部の投・開票速報事務

市区町村選管の端末から送信された当日有権者見込数、投票結果及び開票結果の報告を、速報本

部に設置したサーバで受信し、集計を行い、選挙速報ホームページに掲載することにより、報道機

関及び一般県民に対して速報を発表する。

また、報道機関に対して電子メールによる速報の配信を行うとともに、所定の事項については総

務省への報告を行う。

速報本部の事務処理体制は、次のとおりとする。

総務班（配置場所：市町村支援課）

① 総務係

速報本部の連絡・調整、発表資料の確認、総務省に対する報告及び事故等に対する対応の指

示等を行う。

② 渉外係

県選管に対する一般県民等からの問合せへの対応のほか、他係に属さない渉外事務全般を行

う。

速報班（配置場所：県庁講堂）

① 調整係

速報事務の状況全体を管理し、市区町村選管からの速報システム及び法令に関する質疑等に

対応する。

② 受信監視係

速報の受信状況を監視し、受信未了の市区町村選管への連絡等を行う。

③ 代行入力係

端末機の障害等でデータの送信が不可能となった市区町村選管に代わって代行入力をする

ほか、エラーデータ又は正常に着信したデータに修正が必要になった場合の修正入力等を行う。

④ ファックス受信係

データの送信ができない場合等に送られてくるファクシミリを受信し、関係担当者に写しを

交付するとともに、その原本を保管する。

⑤ 速報印刷・送信係

各種発表資料の集計・印刷及び発表データのホームページへの公開等を行う。

４ 市区町村選管の投・開票速報事務

各投票所及び開票所から報告された速報値を集計し、端末機から速報本部へ送信する。

速報の事務処理体制は次のとおりとし、本要領及び別に定める「投・開票速報データ送信手順書」

に従って速報事務を行うものとする。

速報集計担当者

① 通常時の速報事務

ア 各投票所及び開票所から報告された速報値を集計・検算し、速報様式を作成する。

イ データ送信開始時刻までに速報様式を端末入力担当者へ回付する。

② 機器障害発生等、端末入力担当者によるデータ送信が不可能である場合（代行入力手続）

ア 電話により、直ちに速報本部へ状況を連絡する。

イ 余白に代行と大書きした該当の速報様式に必要事項を記入の上、ファクシミリで速報本部

に送信する。

③ 報告値に誤りがあった場合（修正入力手続）

ア 電話により、直ちに速報本部へ状況（誤りの内容）を連絡する。

イ 余白に修正と大書きした該当の速報様式に必要事項を記入の上、ファクシミリで速報本部

に送信する。

ただし、投票結了・開票結了の報告値の誤りである場合には、データの再送信が必要であ

るため、正しい数値を記入した速報様式を端末入力担当者へ回付し、再度速報データを速報

本部に送信させること（データの再送信は、必ず速報本部の指示後に行うこと。）。

④ 比例代表選挙の開票結了速報帳票のファクシミリによる送信

端末入力担当者による速報データの送信と併せて、開票結果速報（様式 ：名簿届出政党

等得票数）及び同速報別紙２ 様式 又は様式 各参議院名簿届出政党等の得票数

を、ファクシミリで速報本部に送信する。

端末入力担当者

① 通常時の速報事務

速報集計担当者から速報様式を受領し、端末機に入力し、所定の時刻にデータを送信する。

（速報データの再送信は、速報本部の指示がない限り絶対に行わないこと。）

② 端末によるデータ送信が不能と判断される場合（代行入力手続）

直ちに速報集計担当者に報告事務を引き継ぎ、代行入力の手続をとること。

（不具合の原因究明に時間を費やすあまり、速報が遅れることがないようにすること。）

５ 各速報の報告基準時刻、送信開始時刻及び発表時刻

各市区町村選管からの報告基準時刻、データ送信開始時刻及び速報本部における発表時刻は、次

のとおりとする。

当日有権者見込数速報（７月９日 土 ）

選挙区選挙について速報を行うこと。

報告基準時刻 データ送信時刻 発表時刻

１０時００分 ９時５０分～１０時００分 １４時００分

投票速報（７月 日 日 ）

選挙区選挙及び比例代表選挙のそれぞれについて速報を行うこと。
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ただし、投票の中間報告は、選挙区選挙についてのみ行うこと（比例代表選挙は不要。）。

なお、中間第１回では、期日前投票者数（国内選挙人分）についても速報を行うこと。

また、在外選挙人に係る報告は、結了についてのみ速報を行うこと。

回数 投票速報基準時刻 データ送信時刻 発表時刻

１ １０時００分 ９時５０分～１０時００分 １１時００分

２ １１時００分 １０時５０分～１１時００分 １２時００分

３ １４時００分 １３時５０分～１４時００分 １５時００分

４ １６時００分 １５時５０分～１６時００分 １７時００分

５ １８時００分 １７時５０分～１８時００分 １９時００分

６ １９時３０分 １９時２０分～１９時３０分 ２０時３０分

７ 結 了 結了次第 結了報告集計後直ちに

開票速報（７月 日 日 ～７月 日 月 ）

① 選挙区選挙 全市区町村とも即日開票とする。

回数 開票速報基準時刻 データ送信時刻 発 表 時 刻

１ ２１時００分 ２０時５０分～２１時００分 ２２時００分

２ ２２時００分 ２１時５０分～２２時００分 ２３時００分

３～ （以後３０分ごと） （以後３０分ごと） （以後３０分ごと）

ｎ 結 了 結了次第 結了報告集計後直ちに

② 比例代表選挙 全市区町村とも即日開票とする。

回数 開票速報基準時刻 データ送信時刻 発 表 時 刻

１ ２２時００分 結了次第 ２３時００分

２～ （以後１時間ごと） 〃 （以後１時間ごと）

ｎ 結 了 〃 結了報告集計後直ちに

６ 速報の統一

５に掲げた事項に関する速報の発表については、速報本部において一括して行うが、市区町村選

管は、速報本部への報告を行った後であれば、その内容を独自に公表して構わない。

また、５に掲げていない事項について公表することも自由である。

７ 速報本部会場の規制

速報の実施中は、速報本部の会場への関係者以外の立入りを制限する。

８ 開票結果の報告

以下の要領で開票結果報告の受領及び審査を行う。

速報本部の結果検収事務

市区町村選管の提出書類を受領し、計数を点検するとともに、内容を審査する。

結果検収の事務処理体制は、次のとおりとする。

① 計数点検係

提出書類と速報資料との数値の突合等を行う。

② 内容審査係

提出書類の記載が正しくなされているか、内容を審査する。
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ただし、投票の中間報告は、選挙区選挙についてのみ行うこと（比例代表選挙は不要。）。

なお、中間第１回では、期日前投票者数（国内選挙人分）についても速報を行うこと。

また、在外選挙人に係る報告は、結了についてのみ速報を行うこと。

回数 投票速報基準時刻 データ送信時刻 発表時刻

１ １０時００分 ９時５０分～１０時００分 １１時００分

２ １１時００分 １０時５０分～１１時００分 １２時００分

３ １４時００分 １３時５０分～１４時００分 １５時００分

４ １６時００分 １５時５０分～１６時００分 １７時００分

５ １８時００分 １７時５０分～１８時００分 １９時００分

６ １９時３０分 １９時２０分～１９時３０分 ２０時３０分

７ 結 了 結了次第 結了報告集計後直ちに

開票速報（７月 日 日 ～７月 日 月 ）

① 選挙区選挙 全市区町村とも即日開票とする。

回数 開票速報基準時刻 データ送信時刻 発 表 時 刻

１ ２１時００分 ２０時５０分～２１時００分 ２２時００分

２ ２２時００分 ２１時５０分～２２時００分 ２３時００分

３～ （以後３０分ごと） （以後３０分ごと） （以後３０分ごと）

ｎ 結 了 結了次第 結了報告集計後直ちに

② 比例代表選挙 全市区町村とも即日開票とする。

回数 開票速報基準時刻 データ送信時刻 発 表 時 刻

１ ２２時００分 結了次第 ２３時００分

２～ （以後１時間ごと） 〃 （以後１時間ごと）

ｎ 結 了 〃 結了報告集計後直ちに

６ 速報の統一

５に掲げた事項に関する速報の発表については、速報本部において一括して行うが、市区町村選

管は、速報本部への報告を行った後であれば、その内容を独自に公表して構わない。

また、５に掲げていない事項について公表することも自由である。

７ 速報本部会場の規制

速報の実施中は、速報本部の会場への関係者以外の立入りを制限する。

８ 開票結果の報告

以下の要領で開票結果報告の受領及び審査を行う。

速報本部の結果検収事務

市区町村選管の提出書類を受領し、計数を点検するとともに、内容を審査する。

結果検収の事務処理体制は、次のとおりとする。

① 計数点検係

提出書類と速報資料との数値の突合等を行う。

② 内容審査係

提出書類の記載が正しくなされているか、内容を審査する。

市区町村選管（開票管理者）の結果報告

定められた提出書類を選挙区選挙、比例代表選挙ごとに整え、以下の要領で速報本部へ提出す

る。

提出書類の内容は、速報と不一致が生じないよう留意すること。

また、質疑に対して十分回答できる職員を派遣すること。

① 検収日程

期 日 時間帯 対象市区町村

平成 年

７月 日

（月）

～ 衆議院第３・４区（福岡市各区を除く）（ 市町）

～ 衆議院第５・６区（久留米市、東峰村を除く）（ 市町）

～ 衆議院第 区（赤村を除く） 市町

平成 年

７月 日

（火）

～ 北九州市各区、福岡市各区（ 区）

～ 衆議院第８区（ 市町）

～ 衆議院第７区、久留米市、東峰村、赤村（９市町村）

② 検収会場

福岡県庁 ３階講堂

③ 提出書類

ア 選挙区選挙

・送付書 （様式番号 ）

・開票録の写し （様式番号 ）

・候補者得票調（開票結果速報） （様式番号 ）

・投票者調（投票結果速報） （様式番号 ､ その ･ ）

イ 比例代表選挙

・送付書 （様式番号 － ）

・開票録の写し （様式番号 － ）

・開票録別紙１ 必要に応じて提出のこと。 様式番号

・開票録別紙２ 様式番号 又は

・名簿届出政党等得票調（開票結果速報） （様式番号 － ）

・投票者調（投票結果速報） （様式番号 ､ － その ･ ）
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１名  後藤書記長

３名  松木副書記長、荻原書記長補佐、榎下

３名  橋爪、髙濱、塩塚

７名
久芳書記長補佐、大山参事補佐※①、酒井係長、宮嵜係長※

②、澤渡、安川※②、岡部

４名  中村係長、石田係長、藤岡、樋口

６名  高井良係長、土斐崎係長、紙谷、吉武、木下、久保

２名  村崎、丸島

２名  西村、吉積

※①大山参事補佐は、３階の進捗状況の把握及び出力帳票の目検を担当する。

※②宮嵜係長及び安川主任主事は、事務全般に従事する。

参選
(４名)

 宮原、工藤、河野、花田／平松（AM／PM）

参比
(７名)

 樋口、瀬利、服部、森、國嵜、藤岡、五嶋

参選
(４名)

 高野、堀内、花田／平松（AM／PM）、吉積

参比
(７名)

 稲澤、小川、藤岡、五嶋、川原、大谷、久保

第24回参議院議員通常選挙　投・開票速報本部事務分担表

１　投・開票速報事務

 (1)　総務班

 総括

※速報班は、業務量の増減に応じて適宜、他の係を手伝うこととする。

 受信監視係

 代行入力係

 ファックス受信係

 速報印刷・送信係

 総務係

 渉外係

 (2)　速報班

 調整係

２　開票結果報告審査検収事務

内容審査係(５名)  安川、塩塚、西村、村崎、岡部

７月11日
（月）

７月12日
（火）

計
数
点
検
係
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１名  後藤書記長

３名  松木副書記長、荻原書記長補佐、榎下

３名  橋爪、髙濱、塩塚

７名
久芳書記長補佐、大山参事補佐※①、酒井係長、宮嵜係長※

②、澤渡、安川※②、岡部

４名  中村係長、石田係長、藤岡、樋口

６名  高井良係長、土斐崎係長、紙谷、吉武、木下、久保

２名  村崎、丸島

２名  西村、吉積

※①大山参事補佐は、３階の進捗状況の把握及び出力帳票の目検を担当する。

※②宮嵜係長及び安川主任主事は、事務全般に従事する。

参選
(４名)

 宮原、工藤、河野、花田／平松（AM／PM）

参比
(７名)

 樋口、瀬利、服部、森、國嵜、藤岡、五嶋

参選
(４名)

 高野、堀内、花田／平松（AM／PM）、吉積

参比
(７名)

 稲澤、小川、藤岡、五嶋、川原、大谷、久保

第24回参議院議員通常選挙　投・開票速報本部事務分担表

１　投・開票速報事務

 (1)　総務班

 総括

※速報班は、業務量の増減に応じて適宜、他の係を手伝うこととする。

 受信監視係

 代行入力係

 ファックス受信係

 速報印刷・送信係

 総務係

 渉外係

 (2)　速報班

 調整係

２　開票結果報告審査検収事務

内容審査係(５名)  安川、塩塚、西村、村崎、岡部

７月11日
（月）

７月12日
（火）
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検
係
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